
－ 1 －

名
古
屋
大
学
東
洋
史
研
究
報
告
　
四
十
七
号
　
二
〇
二
三
年
三
月
発
行

は
じ
め
に

　

拙
文
は
、
江
南
に
お
け
る
「
宗
族
結
合
の
不
存
在
」（「
江
南
に
宗
族

無
し
」）
を
主
張
す
る
濱
島
敦
俊
氏
の
見
解
を
取
り
上
げ
、
そ
の
主
張
の

妥
当
性
を
検
証
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

濱
島
敦
俊
氏
は
、
二
〇
一
一
年
、
復
旦
大
学
歴
史
系
が
開
催
し
た
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
「
江
南
無
〝
宗
族
〟」
と
題
す
る
中
国
語
に
よ
る

報
告
を
行
い
、
報
告
論
文
は
鄒
振
環
・
黄
敬
斌
主
編
『
明
清
以
来
江
南

城
市
発
展
与
文
化
交
流
』（
復
旦
大
学
出
版
社
、
上
海
、
二
〇
一
一
年
）

に
収
録
さ
れ
た
。
ま
た
こ
の
論
文
の
末
尾
に
は
、
濱
島
氏
の
報
告
に
寄

せ
ら
れ
た
范
金
民
、
呉
建
華
、
巫
仁
恕
諸
氏
の
批
判
的
意
見
が
付
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
後
に
発
表
さ
れ
た
徐
茂
明
「
江
南
無
〝
宗
族
〟
与
江
南

有
〝
宗
族
〟」（『
史
学
月
刊
』
二
〇
一
三
年
第
二
期
）
は
濱
島
氏
の
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
報
告
（
旧
稿
）
で
提
示
さ
れ
た
「
江
南
無
〝
宗
族
〟」
と
い

う
見
解
を
中
国
人
の
伝
統
的
な
意
識
や
史
料
を
も
と
に
反
論
し
た
も
の

で
あ
る
。
そ
の
後
、
濱
島
氏
は
、
こ
れ
ら
の
論
評
を
受
け
て
、
旧
稿
に

修
正
を
加
え
、「
明
代
江
南
は
「
宗
族
社
会
」
な
り
し
や
」（
山
本
英
史

編
著
『
中
国
近
世
の
規
範
と
秩
序
』
公
益
財
団
法
人
東
洋
文
庫
、
二
〇

一
四
年
）
を
発
表
し
た
が
、
氏
自
身
、「
骨
格
を
改
め
る
必
要
は
無
い
」

と
述
べ
、
見
解
の
基
本
を
堅
持
し
て
い
る
。
最
近
で
は
常
建
華
氏
が
濱

島
旧
稿
の
見
解
を
念
頭
に
お
い
て
二
篇
の
論
文
を
執
筆
し
、
史
料
事
実

の
観
点
か
ら
濱
島
氏
の
見
解
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

　

以
上
に
紹
介
し
た
中
国
側
の
批
判
的
論
評
は
主
に
江
南
に
お
け
る
宗

族
の
存
在
を
明
清
時
代
の
史
料
を
提
示
し
て
検
証
し
、
さ
ら
に
現
在
の

江
南
に
宗
族
観
念
が
色
濃
く
残
っ
て
い
る
こ
と
を
論
証
す
る
こ
と
に
力

（
1
）

論
　
説明

代
の
江
南
に
宗
族
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
か
？

―
濱
島
敦
俊
氏
の
宗
族
論
を
読
み
解
く
―

井　

上　
　
　

徹
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点
が
あ
る
が
、
氏
が
用
い
た
史
料
と
そ
れ
を
も
と
に
し
た
論
理
展
開
自

体
を
解
析
す
る
も
の
で
は
か
な
ら
ず
し
も
な
い
。
そ
こ
で
、
拙
文
で
は
、

濱
島
氏
の
新
稿
を
用
い
て
、
氏
の
見
解
の
全
体
と
細
部
の
論
理
に
分
け

入
っ
て
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
読
み
解
き
、
妥
当
か
ど
う
か
を
問

い
か
け
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

氏
は
「
は
じ
め
に
―
課
題
と
定
義
―
」
に
お
い
て
、
新
稿
の
狙
い
が

「
近
世
江
南
デ
ル
タ
の
地
方
社
会
に
占
め
る
「
宗
族
」
の
意
義
を
検
証
す

る
」
こ
と
に
あ
り
、「
収
集
資
料
の
関
係
か
ら
、
時
間
的
に
は
明
代
後
期

に
重
点
を
置
い
て
い
る
」
と
し
た
う
え
で
、
検
討
の
対
象
と
す
る
地
域

「
江
南
」
の
地
理
的
範
囲
と
「
宗
族
」
を
定
義
し
て
い
る
。「
江
南
」
と

は
所
謂
「
江
南
デ
ル
タ
」
を
指
し
て
お
り
、
明
清
時
代
の
行
政
区
画
か

ら
言
え
ば
、
南
直
隷
蘇
州
・
松
江
・
常
州
三
府
と
浙
江
嘉
興
・
湖
州
両

府
、
つ
ま
り
江
南
五
府
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
。
ま
た
「
宗
族
」
と
は
、

「
複
数
の
家
族
＝
世
帯
を
包
括
す
る
、
父
系
血
縁
社
会
組
織
或
い
は
父

系
血
縁
社
会
集
団
」
で
あ
る
が
、
そ
の
特
徴
は
「
尊
卑
之
分
」
を
「
内

部
で
最
も
重
視
さ
れ
る
秩
序
原
理
」
と
し
、
物
質
的
表
徴
と
し
て
祠
堂
、

共
有
財
産
＝
祠
産
・
族
産
、
族
譜
が
存
在
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
他
、

華
南
の
「
郷
族
」
に
顕
著
な
よ
う
に
、「
宗
族
」
が
「
地
縁
性
組
織
の
性

質
を
具
有
す
る
こ
と
」
も
あ
る
と
い
う
。

　

濱
島
氏
は
、
方
志
や
文
集
の
閲
覧
、
一
九
九
〇
年
代
に
実
施
し
た
現

地
調
査
（
江
南
デ
ル
タ
農
村
聚
落
の
採
訪
調
査
）
の
実
施
な
ど
を
通
じ

て
得
た
知
見
と
し
て
、
如
上
の
宗
族
の
社
会
集
団
は
、
珠
江
デ
ル
タ
を

初
め
と
す
る
華
南
や
華
中
山
区
の
農
村
社
会
で
普
通
に
見
出
さ
れ
る
も

の
だ
が
、
江
南
に
は
宗
族
は
存
在
し
な
い
（「
宗
族
結
合
の
不
存
在
」、

「
宗
族
の
不
存
在
」、「
同
族
組
織
の
不
在
」、「
同
族
組
織
の
〝
不
存
在
〟」

な
ど
と
も
表
現
）
と
繰
り
返
し
論
断
す
る
（
一
〇
六
、
一
一
五
、
一
一

六
、
一
一
九
頁
等
）。
宗
族
の
存
在
は
明
清
時
代
、
戦
前
（
民
国
期
）
の

み
で
な
く
、
現
代
の
「
伝
承
・
共
同
記
憶
」
と
し
て
も
確
認
で
き
な
か

っ
た
も
の
と
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
江
南
に
お
け
る
宗
族
に
つ
い
て
は
、
戦
前
の
社
会
学
や
人

類
学
の
調
査
に
お
い
て
、
都
市
に
居
住
す
る
郷
紳
の
家
系
に
お
い
て
宗

族
が
編
成
さ
れ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
（
費
孝
通
、
福
武
直
）。
歴

史
学
に
お
い
て
も
、
宗
族
の
な
か
で
も
優
れ
た
物
的
基
礎
（
祠
堂
、
族

譜
、
義
田
・
祭
田
）
を
も
つ
義
荘
等
を
対
象
と
し
た
牧
野
巽
、
清
水
盛

光
、
仁
井
田
陞
、
近
藤
秀
樹
等
の
先
学
の
研
究
が
つ
と
に
宗
族
の
存
在

を
検
証
し
て
い
る
。「
宗
族
結
合
の
不
存
在
」
は
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
の

成
果
か
ら
す
れ
ば
思
い
も
か
け
な
い
見
解
で
あ
る
。
先
に
紹
介
し
た
中

国
の
研
究
者
も
「
宗
族
結
合
の
不
存
在
」
に
対
し
て
懐
疑
的
で
あ
る
。

濱
島
氏
は
な
ぜ
江
南
に
は
宗
族
は
存
在
し
な
い
と
い
う
挑
戦
的
な
議
論

を
投
げ
か
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
氏
の
見
解
が
妥
当
で
あ
れ
ば
、
日
本

（
2
）

（
3
）
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や
中
国
の
宗
族
研
究
の
成
果
を
覆
す
こ
と
に
も
な
る
の
で
、
今
後
の
宗

族
研
究
を
展
望
す
る
う
え
で
氏
の
見
解
の
妥
当
性
を
検
証
す
る
こ
と
は

不
可
欠
の
作
業
で
あ
る
。

　

拙
文
で
は
、
濱
島
氏
の
見
解
を
検
証
す
る
に
際
し
て
、
多
く
の
場
面

に
お
い
て
筆
者
が
進
め
て
き
た
宗
族
に
関
す
る
研
究
作
業
と
照
合
す
る

場
面
が
多
く
な
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。
筆
者

は
二
〇
〇
〇
年
、『
中
国
の
宗
族
と
国
家
の
礼
制
―
宗
法
主
義
の
視
点

か
ら
の
分
析
―
』（
研
文
出
版
、
以
下
前
著
と
い
う
）
を
刊
行
し
、
先

学
の
研
究
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
宗
法
主
義
に
着
眼
し
、
宋
代
以
降
の

宗
族
の
形
成
と
展
開
を
論
じ
た
従
前
の
諸
論
文
を
と
り
ま
と
め
た
。
そ

の
中
心
は
濱
島
氏
が
検
討
の
場
と
し
た
江
南
デ
ル
タ
の
一
角
を
占
め
る

蘇
州
地
方
で
あ
る
。
ま
た
戦
前
・
戦
後
の
宗
族
研
究
に
つ
い
て
も
整
理

を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
濱
島
氏
が
江
南
に
お
け
る
「
宗
族

結
合
の
不
存
在
」
と
い
う
結
論
を
導
く
上
で
比
較
の
対
象
と
し
て
重
視

し
た
珠
江
デ
ル
タ
の
宗
族
に
関
し
て
も
、
継
続
的
に
検
討
を
行
い
、
二

〇
一
九
年
、
関
連
論
文
を
収
録
し
て
『
華
と
夷
の
間
＝
明
代
儒
教
化
と

宗
族
』（
研
文
出
版
、
以
下
新
著
と
い
う
）
を
刊
行
し
た
。
濱
島
氏
が

提
示
す
る
論
点
の
多
く
は
筆
者
が
、
前
著
、
新
著
に
収
録
し
た
諸
論
文

の
見
解
と
重
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
濱
島
氏
は
宗
法
主

義
に
批
判
的
で
あ
り
、
辺
境
に
お
い
て
こ
そ
宗
族
は
生
成
さ
れ
る
と
い

（
4
）

う
独
自
の
視
点
か
ら
示
さ
れ
た
主
張
は
結
果
と
し
て
、
筆
者
が
提
出
し

た
論
点
を
覆
す
意
図
を
も
つ
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
た
め
、
濱
島

氏
の
宗
族
論
を
検
証
す
る
に
際
し
て
は
、
筆
者
の
研
究
作
業
と
照
合
す

る
場
面
が
お
の
ず
と
多
く
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
照
合
の
作
業
に
よ
っ

て
、
宗
族
研
究
に
お
い
て
い
か
な
る
点
が
問
題
で
あ
る
の
か
が
明
瞭
に

な
る
の
で
、
ご
容
赦
い
た
だ
き
た
い
。

一　
「
江
南
に
宗
族
無
し
」
と
い
う
主
張

　

濱
島
敦
俊
氏
は
「
江
南
に
宗
族
無
し
」
を
主
張
す
る
に
際
し
て
、
最

初
に
「
一　

楔
子
―
富
裕
家
族
の
女
性
の
悖
徳
乱
倫
は
、
何
人
に
よ
っ

て
、
如
何
様
に
処
理
さ
れ
た
か
―
」（
以
下
、「
一　

楔
子
」
と
い
う
）
で

萬
暦
前
期
の
松
江
府
推
官
毛
一
鷺
が
残
し
た
判
牘
『
雲
間
讞
略
』
巻
八

に
収
録
さ
れ
る
「
家
庭
内
裁
判
を
裁
い
た
判
決
」
を
取
り
上
げ
る
。
こ

の
案
件
は
、
宋
姓
の
一
家
の
間
で
起
こ
っ
た
承
継
問
題
を
扱
っ
た
裁
判

資
料
で
あ
り
、
原
告
は
宋
氏
の
主
人
で
あ
る
宋
国
の
親
属
の
女
性
（
姑

母
と
推
測
）
で
あ
る
。「
男
性
族
人
が
全
く
登
場
し
て
い
な
い
こ
と
、
族

的
結
合
の
下
に
同
族
会
議
な
ど
の
調
整
シ
ス
テ
ム
が
機
能
す
る
状
況
が

全
く
見
出
せ
ず
、
族
長
や
同
族
の
尊
長
が
介
入
し
て
解
決
に
努
め
た
痕

跡
が
全
く
見
ら
れ
ぬ
こ
と
に
注
目
」
し
、「
宋
氏
一
家
は
、
世
帯
を
越
え
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た
、
よ
り
広
範
囲
の
、
そ
し
て
矛
盾
解
決
や
安
全
装
置
と
し
て
機
能
し

得
る
同
族
結
合
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
」
と
す
る
。
こ
の
宋
家
の
事
例

は
「
江
南
に
宗
族
無
し
」
と
い
う
所
説
を
裏
付
け
る
一
例
と
な
る
も
の

で
あ
る
が
、
濱
島
氏
の
意
図
は
そ
れ
に
止
ま
ら
な
い
。「
こ
こ
で
読
者
諸

賢
に
借
問
し
た
い
。
福
建
・
広
東
・
江
西
・
浙
東
山
間
部
・
安
徽
南
部

な
ど
、
強
制
力
を
内
包
す
る
社
会
集
団
と
し
て
の
宗
族
結
合
の
確
固
た

る
存
在
が
確
認
さ
れ
る
地
域
で
、
此
の
よ
う
な
状
態
の
解
決
処
理
に
、

同
族
が
全
く
参
与
・
容
喙
せ
ず
、
全
て
が
公
権
力
に
依
っ
て
処
理
さ
れ

る
と
い
う
事
態
が
想
像
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
」
と
述
べ
、
江
南
を
除
く

華
中
・
華
南
に
お
け
る
宗
族
結
合
の
普
遍
的
存
在
を
強
調
す
る
。
そ
の

う
え
で
、「
調
整
シ
ス
テ
ム
」、「
族
長
や
尊
長
」
の
介
入
が
缺
如
す
る

宋
家
の
事
例
が
意
味
す
る
の
は
、「
江
南
デ
ル
タ
に
お
け
る
活
き
た
社

会
組
織
と
し
て
の
宗
族
結
合
の
不
存
在
、
な
い
し
宗
族
が
人
倫
・
秩
序

維
持
と
、
紛
糾
解
決
に
機
能
す
る
状
況
の
缺
如
を
如
実
に
見
出
」
さ
れ

る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
論
理
を
敷
衍
す
る
こ
と

に
よ
り
、
宋
家
の
事
例
は
、
江
南
に
普
遍
的
な
状
況
で
あ
っ
た
「
宗
族

結
合
の
不
存
在
」
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
特
筆
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
た
だ
し
、
こ
の
濱
島
氏
の
見
解
を
背
後
で
裏
付
け
る
華
中
・
華
南

や
江
南
の
状
況
は
論
証
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

　

か
く
し
て
「
一　

楔
子
」
に
お
い
て
、
宋
家
の
一
例
を
も
っ
て
江
南

（
5
）

に
は
宗
族
は
存
在
し
な
い
の
だ
と
論
理
を
敷
衍
し
、
読
み
手
の
側
に
そ

の
よ
う
に
受
け
取
ら
せ
る
よ
う
に
仕
向
け
た
濱
島
氏
は
、
次
に
「
二　

論
証
Ａ
：
江
南
デ
ル
タ
社
会
で
、
宗
族
は
普
遍
的
存
在
で
あ
っ
た
か
。

さ
ら
に
は
、
宗
族
は
構
造
論
理
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
た
か
」（
以

下
、「
二　

論
証
Ａ
」
と
い
う
）
で
、
嘉
興
李
氏
、
南
潯
荘
氏
、
嘉
善
支

氏
、
拓
林
何
氏
と
い
う
四
つ
の
士
大
夫
家
族
を
紹
介
し
、
明
代
後
期
の

江
南
に
お
け
る
宗
族
の
不
存
在
を
検
証
し
よ
う
と
す
る
。

　

本
章
の
冒
頭
で
濱
島
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
数
十
年
に
及
ん

で
、
江
南
デ
ル
タ
に
関
し
て
、
方
志
と
文
集
を
主
に
、
無
数
の
地
方
史

料
を
閲
覧
し
て
来
た
。
ま
た
二
十
数
年
来
、
現
地
調
査
を
実
施
し
、
市

鎮
を
含
む
数
多
の
農
村
聚
落
を
観
察
し
て
来
た
。
そ
こ
で
は
」「
宗
族
組

織
を
全
く
見
出
せ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
革
命
後
の
中
国
で
現
存
し
な
い

と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
人
々
の
共
同
の
歴
史
記
憶
の
層
面
に
お
い
て

も
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」。「
一
般
に
、
同
族
内
部
の
親
族
呼
称

に
象
徴
的
に
表
現
さ
れ
る
尊
卑
観
念
は
、
珠
江
デ
ル
タ
の
農
村
で
は
庶

民
階
層
に
ま
で
普
遍
的
で
あ
る
が
、
江
南
デ
ル
タ
で
は
士
大
夫
家
族
は

と
も
あ
れ
、
庶
民
の
間
で
、
必
ず
確
認
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い

う
。
珠
江
デ
ル
タ
と
比
較
し
な
が
ら
、
江
南
デ
ル
タ
の
現
地
調
査
の
結

果
と
し
て
「
宗
族
結
合
の
不
存
在
」
を
確
認
し
た
と
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
ど
う
い
う
わ
け
か
濱
島
氏
は
多
年
に
わ
た
っ
た
現
地
調
査
の
結
果
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を
ど
う
い
う
形
で
発
表
し
た
の
か
紹
介
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
関
係
の

あ
り
そ
う
な
箇
所
で
確
認
し
て
み
る
と
、「
一
九
九
〇
年
代
に
実
施
し
た

無
数
の
江
南
デ
ル
タ
農
村
聚
落
の
採
訪
調
査
」
は
「
珠
江
デ
ル
タ
村
落

調
査
」
と
「
同
時
並
行
し
て
実
施
し
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
一
一

五
頁
）。
後
者
の
珠
江
デ
ル
タ
の
調
査
を
も
と
に
し
た
考
察
で
は
、
濱
島

敦
俊
・
片
山
剛
・
高
橋
正
共
著
『
華
中
・
南
デ
ル
タ
農
村
実
地
調
査
報

告
書
』（『
大
阪
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
三
四
巻
、
一
九
九
四
年
三
月
、

以
下
『
報
告
書
』
と
い
う
）
の
第
二
部
「
珠
江
デ
ル
タ
」
を
根
拠
と
し

て
掲
げ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
江
南
デ
ル
タ
の
調
査
に
つ
い
て
も
、

本
『
報
告
書
』
の
第
一
部
「
江
南
デ
ル
タ
」
が
根
拠
を
提
供
し
て
い
る

も
の
と
判
断
し
た
い
。

　
『
報
告
書
』
で
確
認
し
て
み
る
と
、
青
浦
県
の
聞
き
取
り
調
査
に
お

い
て
、
祠
堂
・
族
譜
、「
尊
卑
之
分
」
な
ど
、
濱
島
氏
が
宗
族
の
要
件

と
し
た
要
素
の
欠
落
を
伝
え
る
証
言
が
得
ら
れ
て
い
る
（
一
〇
、
一
三

二
、
一
四
四
～
一
四
五
頁
）。
と
こ
ろ
が
、
他
方
に
お
い
て
、
同
じ
青
浦

県
お
よ
び
嘉
定
県
の
調
査
で
は
、
宗
族
の
存
在
を
窺
わ
せ
る
証
言
も
あ

る
。
富
裕
者
や
官
僚
を
出
し
た
家
系
で
は
祠
堂
を
所
有
し
て
い
た
こ
と

（
六
八
、
一
〇
三
、
一
一
一
頁
）、
文
革
の
折
に
族
譜
を
焼
却
し
た
こ
と

（
二
二
六
頁
）、
祠
堂
・
族
譜
・
族
産
は
な
い
が
、
世
代
の
上
位
者
（「
長

輩
・
老
輩
」）
に
よ
る
紛
争
処
理
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
一
二
二
頁
）、

同
族
の
「
議
事
」
の
習
慣
、
族
長
と
し
て
の
「
阿
爹
」
が
存
在
し
て
い

た
こ
と
（
三
〇
〇
頁
）
な
ど
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
じ
江
南
デ
ル
タ

で
あ
っ
て
も
、
祠
堂
や
族
譜
を
所
有
し
た
姓
が
あ
り
、
ま
た
「
尊
卑
之

分
」
と
族
内
秩
序
の
存
在
が
伝
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う

し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。「
江
南
に
宗
族
無
し
」
と
い
う
視
点
か
ら
の

み
、
み
ず
か
ら
行
っ
た
農
村
調
査
を
利
用
し
た
結
果
、
宗
族
が
存
在
す

る
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
報
告

書
』
の
記
録
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
明
代
の
江
南
に
お
け
る
「
宗
族
結

合
の
不
存
在
」
と
い
う
見
解
の
根
拠
と
な
し
た
四
つ
の
士
大
夫
家
族
に

つ
い
て
も
、
先
験
的
に
宗
族
は
存
在
し
な
い
と
決
め
つ
け
る
の
で
は
な

く
、
存
在
す
る
可
能
性
を
考
慮
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
以
下
、

氏
の
見
解
を
検
証
し
直
し
て
み
た
い
。

　

四
つ
の
士
大
夫
家
族
は
次
の
よ
う
な
経
歴
を
も
つ
。
明
代
半
ば
も
し

く
は
後
半
、
農
村
出
身
で
商
業
に
よ
っ
て
府
城
で
発
財
し
、
子
供
（
李

日
華
）
が
任
官
し
た
家
族
（
Ⅰ
嘉
興
李
氏
）、
郷
居
の
小
地
主
か
ら
進
士

に
登
第
し
南
潯
鎮
に
移
住
し
た
荘
元
臣
の
家
族
（
Ⅱ
南
潯
荘
氏
）、
郷

居
地
主
に
出
身
し
、
親
子
二
代
（
支
禄
・
大
綸
）
に
わ
た
っ
て
官
界
入

り
し
、
県
城
に
移
住
し
た
家
族
（
Ⅲ
嘉
善
支
氏
）、
奴
僕
・
佃
僕
を
収

養
す
る
豪
農
に
上
昇
し
、
獲
得
し
た
財
貨
を
農
業
開
発
・
経
営
と
と
も

に
、
商
業
流
通
に
投
下
し
、
士
大
夫
へ
と
上
昇
を
遂
げ
て
蘇
州
府
城
に
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移
り
住
ん
だ
何
良
俊
の
家
族
（
Ⅳ
拓
林
何
氏
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
家

族
の
上
昇
は
、
明
代
中
期
以
降
、
江
南
で
商
業
化
・
都
市
化
が
急
速
に

進
捗
し
、
農
村
の
有
産
階
層
が
小
商
品
生
産
や
商
業
の
発
展
の
潮
流
の

機
会
を
得
て
富
裕
な
地
位
を
得
、
科
挙
を
通
じ
て
官
界
入
り
し
、
士
大

夫
へ
と
上
昇
し
、
郷
里
で
郷
紳
と
称
さ
れ
、
大
き
な
影
響
力
を
振
る
っ

た
時
代
の
潮
流
に
即
応
し
て
い
る
。

　

で
は
、
濱
島
氏
は
ど
の
よ
う
に
四
家
族
に
は
宗
族
が
存
在
し
な
い
と

判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
四
つ
の
事
例
に
共
通
す
る
着
眼
点
が
あ
る
。

Ⅰ
嘉
興
李
氏
で
は
、
日
華
が
八
年
間
に
及
ん
で
中
断
す
る
こ
と
な
く
記

述
し
続
け
て
き
た
『
味
水
軒
日
記
』
に
、「
同
族
な
い
し
宗
族
」
へ
の
論

及
が
見
ら
れ
る
の
は
た
だ
一
カ
所
（
万
暦
四
四
年
八
月
の
「
同
族
祭
祀

の
詳
細
な
記
事
」）
の
み
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
嘉
興
府
城
の
郷
紳
李

日
華
の
家
族
が
「
同
族
組
織
を
全
然
缺
い
て
」
お
り
、「
実
体
が
あ
る

社
会
組
織
に
属
し
て
は
い
な
か
っ
た
」
こ
と
を
「
如
実
に
示
す
」。
Ⅱ

南
潯
荘
氏
に
つ
い
て
は
、
郷
紳
荘
元
臣
が
残
し
た
三
種
の
史
料
の
い
ず

れ
に
も
「
同
族
組
織
に
論
及
す
る
も
の
は
皆
無
」
で
あ
り
、「
莊
氏
族

譜
引
略
」
の
一
文
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
の
登
第
後
、
族
譜

の
編
纂
を
始
め
よ
う
と
し
た
こ
と
は
推
定
さ
れ
る
が
、「
管
見
の
限
り
、

荘
元
臣
家
の
族
譜
は
存
在
し
な
い
」。「
こ
の
状
況
証
拠
か
ら
筆
者
は
断

定
す
る
。
明
代
後
期
の
荘
元
臣
一
家
は
宗
族
の
如
き
社
会
集
団
に
属
し

て
い
な
か
っ
た
」。
Ⅲ
嘉
善
支
氏
の
場
合
は
こ
う
で
あ
る
。
支
大
綸
『
支

華
平
先
生
集
』
を
拠
り
所
と
し
て
、「
明
代
後
期
の
嘉
善
支
氏
に
は
、
同

族
組
織
・
結
合
が
一
切
登
場
せ
ず
、
登
科
・
登
第
の
後
に
、
家
系
の
復

元
を
志
し
、
そ
こ
で
祖
先
説
話
の
偽
造
と
、
仮
想
の
宗
族
結
合
が
志
向

さ
れ
た
」。
ま
た
、「
下
層
に
出
た
人
士
が
進
士
及
第
し
、
士
大
夫
階
層

に
上
昇
し
た
時
、
一
体
如
何
な
る
行
動
を
展
開
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
族

譜
の
編
纂
を
通
じ
た
、
家
系
の
偽
造
で
あ
り
、
同
姓
の
士
大
夫
家
族
と

の
通
譜
が
試
み
ら
れ
る
」
と
分
析
す
る
。

　

三
つ
の
事
例
に
共
通
す
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
系
に
お
い
て
士
大

夫
へ
と
上
昇
を
遂
げ
る
人
物
が
登
場
す
る
ま
で
は
、
と
も
に
宗
族
集
団

（
同
族
組
織
）
に
属
し
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
Ⅳ
柘
林

何
氏
に
つ
い
て
は
、
宗
族
の
不
存
在
を
論
証
す
る
う
え
で
や
や
異
な
っ

た
利
用
が
な
さ
れ
て
い
る
。「
何
良
俊
に
到
る
ま
で
の
柘
林
何
氏
の
歴

史
に
、
同
族
集
団
の
痕
跡
を
見
る
こ
と
は
全
く
で
き
な
か
っ
た
」
と
い

う
。
士
大
夫
登
場
ま
で
の
家
族
に
は
「
同
族
集
団
」
が
な
い
と
す
る
点

は
上
記
三
例
と
同
じ
だ
が
、
何
良
俊
の
世
代
に
士
大
夫
へ
と
上
昇
し
た

家
族
が
そ
の
四
代
後
に
は
、
庶
民
ど
こ
ろ
か
奴
僕
に
ま
で
転
落
す
る
状

況
が
あ
り
、「
何
氏
に
お
け
る
安
全
網
」「
で
あ
る
筈
の
同
族
結
合
の
缺

落
を
如
実
に
示
す
も
の
」
で
あ
り
、「
筆
者
は
躊
躇
な
く
断
定
す
る
―
何

良
俊
一
族
も
、
宗
族
の
よ
う
な
父
系
血
縁
社
会
組
織
に
属
し
て
い
な
か
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っ
た
」
と
。
す
な
わ
ち
、
宗
族
（「
同
族
組
織
」）
に
は
族
人
の
生
活
を

保
障
す
る
安
全
網
の
機
能
が
あ
る
筈
で
あ
り
、
何
良
俊
の
子
孫
が
奴
僕

に
ま
で
転
落
し
た
の
は
、
士
大
夫
へ
の
上
昇
後
も
、
宗
族
に
属
し
て
い

な
か
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　

濱
島
氏
は
、
以
上
の
四
例
の
他
、
江
南
地
域
に
属
さ
な
い
浙
東
沿
海

沖
積
平
原
の
事
例
を
第
Ⅴ
例
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
用
い
る
資
料
は

魯
迅
の
回
億
小
説
で
あ
る
。
魯
迅
は
こ
の
小
説
の
な
か
で
、近
世
後
期
に

開
発
さ
れ
た
同
平
原
の
あ
る
聚
落
（
平
橋
村
）
が
「
尊
卑
之
分
」「
を
ば

日
常
の
秩
序
の
骨
幹
と
す
る
同
族
結
合
を
全
く
缺
い
て
い
る
状
況
を
、

鮮
明
に
記
述
し
て
い
る
」。「
同
姓
同
族
聚
落
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
内

部
に
、
宗
族
・
同
族
組
織
を
秩
序
づ
け
る
根
幹
的
規
範
、
即
ち
「
尊
卑

之
分
」
に
関
わ
る
規
制
・
観
念
、
そ
し
て
そ
の
表
現
た
る
親
属
呼
称
の

区
別
が
、
全
然
無
い
の
で
あ
る
」。
江
南
デ
ル
タ
で
も
「
輩
份
に
伴
う

称
呼
は
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
」
か
ら
、
平
橋
村
の
状
況
は
「
江
南
デ
ル

タ
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
現
象
」
で
あ
り
、「
珠
江
デ
ル
タ
の
農
村
聚

落
と
の
顕
著
な
差
異
で
あ
る
」。「
魯
迅
の
記
述
を
ば
、
郷
村
社
会
の
庶

民
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
〝
江
南
無
宗
族
〟
説
を
補
強
す
る
一
つ
の
証
拠

と
し
て
、
挙
例
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
。
す
な
わ

ち
、
浙
東
沿
海
沖
積
平
原
に
お
け
る
「
尊
卑
之
分
」
の
欠
如
は
江
南
デ

ル
タ
と
共
通
す
る
状
況
で
あ
る
か
ら
、〝
江
南
無
宗
族
〟
説
を
補
強
す
る

（
6
）

事
例
と
し
て
利
用
で
き
る
も
の
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

　

濱
島
氏
は
明
代
の
士
大
夫
家
族
四
例
に
第
Ⅴ
例
を
加
え
た
計
五
例
の

分
析
を
も
と
に
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。「
主
に
一
九
九
〇
年
代
に

実
施
し
た
無
数
の
江
南
デ
ル
タ
農
村
聚
落
の
採
訪
調
査
で
は
、
宗
族
結

合
の
存
在
（
伝
承
・
共
同
記
憶
）
を
確
認
出
来
な
か
っ
た
。
挙
例
Ⅴ
の

浙
東
沿
海
部
沖
積
低
地
の
同
姓
村
落
の
状
況
は
、
江
南
デ
ル
タ
の
無
数

の
雑
姓
村
落
に
も
見
ら
れ
た
現
象
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
同
時
並
行
し

て
実
施
し
た
珠
江
デ
ル
タ
村
落
調
査
の
知
見
と
、
著
し
い
対
蹠
を
成
し

て
い
た
」。
本
章
の
整
理
に
際
し
て
、
氏
は
こ
の
よ
う
に
自
ら
が
一
九
九

〇
年
代
に
実
施
し
た
江
南
デ
ル
タ
の
調
査
で
「
宗
族
結
合
の
不
存
在
」

を
確
認
し
た
と
強
調
す
る
が
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
『
報
告
書
』
で
は
、

祠
堂
・
族
譜
、「
尊
卑
之
分
」
な
ど
、
濱
島
氏
が
宗
族
の
要
件
と
し
た

要
素
の
欠
落
を
伝
え
る
証
言
が
得
ら
れ
た
一
方
、
祠
堂
や
族
譜
を
所
有

し
た
こ
と
の
あ
る
姓
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
。
ま
た
浙
東
の
「
同
姓

村
落
の
状
況
」
つ
ま
り
「
尊
卑
之
分
」
の
欠
如
は
江
南
デ
ル
タ
に
も
共

通
す
る
も
の
と
さ
れ
た
が
、
そ
も
そ
も
江
南
の
現
地
調
査
で
「
尊
卑
之

分
」
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
浙
東
の
事
例
は
近
現
代

の
江
南
に
お
け
る
「
宗
族
結
合
の
不
存
在
」
を
傍
証
す
る
役
割
を
果
た

せ
て
い
な
い
。

　

濱
島
氏
は
続
け
て
、
魯
迅
は
「
尊
卑
之
分
」
の
「
観
念
の
全
き
缺
如
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の
原
因
を
、
識
字
率
の
低
さ
と
い
う
文
化
水
準
に
求
め
て
い
た
」
と
解

釈
し
、「
し
か
ら
ば
、
江
南
デ
ル
タ
に
多
数
存
在
し
た
士
大
夫
層
は
如
何

で
あ
ろ
う
か
」
と
明
代
後
半
の
江
南
の
士
大
夫
に
話
を
繋
げ
る
。
識
字

率
が
低
い
が
故
に
「
尊
卑
之
分
」
が
欠
落
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
識

字
率
が
高
い
江
南
デ
ル
タ
で
は
「
尊
卑
之
分
」
が
社
会
に
浸
透
し
、「
宗

族
結
合
」
が
存
在
し
て
い
る
か
と
い
う
問
い
か
け
で
あ
る
。
氏
は
、
第

Ⅰ
例
か
ら
第
Ⅳ
例
ま
で
、
結
論
と
し
て
「
全
て
に
お
い
て
同
族
組
織
の

存
在
を
、
そ
の
残
影
す
ら
も
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
」
と
断
言

す
る
。
氏
は
ど
う
い
う
わ
け
か
「
尊
卑
之
分
」
に
言
及
せ
ず
に
「
宗
族

結
合
」（「
同
族
組
織
」）
は
な
い
と
い
う
結
論
を
下
し
て
い
る
が
、
上
掲

の
よ
う
に
、
現
地
調
査
で
は
「
尊
卑
之
分
」
が
江
南
で
も
確
認
さ
れ
て

い
る
。
明
代
の
江
南
で
も
「
尊
卑
之
分
」
が
実
存
し
て
い
た
可
能
性
が

指
摘
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
た
し
か
に
士
大
夫
へ
と
上
昇
す
る

ま
で
は
、
当
該
の
四
つ
の
家
族
が
「
同
族
組
織
」
に
属
し
て
い
な
か
っ

た
こ
と
は
氏
の
検
証
通
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
士
大
夫
へ
と
上
昇
し

た
家
族
が
、「
同
族
祭
祀
」（
第
Ⅰ
例
）、
族
譜
編
纂
（
第
Ⅱ
例
、
第
Ⅲ

例
）
を
行
っ
て
い
る
事
実
も
厳
然
と
し
て
あ
る
。「
宗
族
結
合
の
不
存

在
」
で
は
な
く
、「
宗
族
結
合
」
が
存
在
し
た
こ
と
を
類
推
さ
れ
る
記
録

が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
関
連
す
る
の
は
濱
島
氏
の
次
の
言
及
で
あ
る
。「
筆
者
は
、
此

等
の
事
例
か
ら
、
明
代
後
期
の
江
南
デ
ル
タ
に
お
け
る
同
族
組
織
の
不

在
を
確
認
す
る
。
更
に
言
え
ば
、
そ
の
有
無
と
言
う
レ
ヴ
ェ
ル
に
留
ま

ら
ず
、
江
南
デ
ル
タ
の
社
会
の
構
造
を
解
析
し
、
そ
の
特
質
を
理
解
す

る
に
際
し
て
、
宗
族
結
合
や
組
織
が
不
可
缺
の
要
素
と
は
な
っ
て
い
な

い
こ
と
で
あ
る
。
表
現
を
変
え
れ
ば
、
江
南
デ
ル
タ
の
社
会
構
造
に
、

「
宗
族
」
は
普
遍
的
な
Ｄ
Ｎ
Ａ
と
し
て
組
み
込
ま
れ
（build in

さ
れ
）
て

は
い
な
い
」、「
構
造
論
理
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
」
の
で

あ
る
（
一
一
五
～
一
一
六
頁
）。
宗
族
の
不
在
を
確
認
し
た
の
に
、
な
ぜ

「
不
可
欠
の
要
素
と
は
な
っ
て
い
な
い
」
と
か
「
普
遍
的
な
Ｄ
Ｎ
Ａ
」「
構

造
論
理
」
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
付
け
加
え
る

必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
見
解
を
裏
付
け
る
根
拠
と
な
る

史
料
も
、
こ
れ
以
上
の
詳
し
い
説
明
も
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
濱

島
氏
の
い
う
宗
族
は
本
来
、「
水
賊
」
の
よ
う
な
「
社
会
的
危
険
」
に
直

面
す
る
辺
境
で
、
生
産
・
生
活
を
防
衛
す
る
た
め
に
生
成
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
。
江
南
で
も
「
水
賊
の
出
没
」
を
否
定
し
て
い
な
い
か
ら
（
一

一
七
頁
）、
か
か
る
宗
族
の
生
成
の
可
能
性
を
考
慮
し
て
、「
構
造
原
理

と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
」
と
述
べ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
お

そ
ら
く
そ
う
で
は
な
い
。
士
大
夫
が
「
同
族
祭
祀
」（
Ⅰ
嘉
興
李
氏
）、

族
譜
編
纂
（
Ⅱ
南
潯
荘
氏
、
Ⅲ
嘉
善
支
氏
）
を
行
っ
て
い
る
事
実
が
あ

り
、
宗
族
形
成
の
可
能
性
が
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
文
言
を
附
け
加
え
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た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
同
時
に
「
江
南
に
宗
族
無
し
」
と
い
う
基
本

方
針
を
貫
く
に
は
、「
同
族
祭
祀
」
や
族
譜
編
纂
は
、「「
社
会
集
団
」・

「
社
会
組
織
」
の
実
態
を
缺
い
た
」「
想
像
の
共
同
体
」（
一
二
三
～
一

二
四
頁
）
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
四　

実
証
：
父
系
血
縁
社
会
集
団
の
実
を
備
え
ざ
る
仮
想
の
宗
族
組

織
な
ら
ば
、
江
南
デ
ル
タ
に
も
存
在
し
た
」（
以
下
、「
四　

実
証
」
と

略
す
）
に
お
い
て
そ
の
論
証
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
前
に

「
三　

論
証
Ｂ
：
何
故
に
、
江
南
デ
ル
タ
社
会
に
、
宗
族
が
普
遍
的
存
在

で
な
く
、
構
造
論
理
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
か
」（
以
下
、

「
三　

論
証
Ｂ
」
と
略
す
）
を
置
い
て
、
宗
族
の
不
存
在
と
い
う
自
説
の

有
効
性
を
補
強
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

二　
「
宗
族
の
不
存
在
」
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド

　
「
三　

論
証
Ｂ
」
に
お
い
て
、
濱
島
氏
は
「
同
族
組
織
の
〝
不
存
在
〟」

が
「
江
南
デ
ル
タ
の
開
発
の
歴
史
と
緊
密
な
関
係
を
有
す
る
も
の
」
で

あ
る
と
推
定
し
、
こ
の
推
定
を
検
証
す
る
う
え
で
、
明
末
か
ら
着
手
さ

れ
、
現
在
で
も
継
続
し
て
い
る
珠
江
デ
ル
タ
の
基
囲
開
発
の
「
社
会
・

歴
史
現
象
」
が
「
我
々
に
緒
口
を
与
え
て
く
れ
る
可
能
性
が
あ
る
」
と

し
て
、
基
囲
開
発
の
最
尖
端
で
あ
る
万
頃
沙
鎮
南
部
（
以
下
、
同
地
域

を
万
頃
沙
と
い
う
）
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

　

濱
島
氏
が
『
報
告
書
』
に
お
け
る
成
果
報
告
を
も
と
に
主
張
す
る
内

容
は
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
。
第
一
に
、
民
国
時
期
、
投
資
家
は
基
礎
施

設
（
囲
基
・
水
門
・
耕
地
及
び
聚
落
）
を
建
設
し
た
上
で
、
招
佃
を
開
始

す
る
が
、
佃
戸
の
召
募
に
応
ず
る
農
民
は
水
牛
・
小
舟
・
ラ
イ
フ
ル
の

三
つ
を
自
弁
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
当
時
、
国
民
政
府
も
、
汪
精
衛

政
権
も
、
日
本
軍
も
、
更
に
は
共
産
党
解
放
区
も
「
全
く
存
在
せ
ず
」、

「
言
う
な
れ
ば
「
公
権
力
」
の
空
白
地
帯
」
で
あ
り
、「
水
賊
は
意
の
ま

ま
に
跋
扈
し
た
」
か
ら
、
農
民
の
「
自
己
武
装
」
は
、「「
水
賊
」
に
対

処
す
る
た
め
の
不
可
缺
の
防
衛
手
段
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
見
解

の
根
拠
を
確
認
す
べ
く
、『
報
告
書
』
で
「
水
賊
」
に
関
す
る
記
録
を
拾

っ
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
記
録
に
登
場
す
る
の
は
、「
匪
賊
」「
賊
」「
土

匪
」
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
「
水
賊
」
と
い
う
名
称
で
呼
ん
だ
も
の
と
思

わ
れ
る
。
そ
の
内
実
は
隣
接
す
る
中
山
県
か
ら
鴨
や
牛
、
小
艇
を
狙
っ

て
襲
撃
し
て
く
る
地
主
や
農
民
で
あ
る
（『
報
告
書
』
四
八
二
、
四
九

九
頁
）。
氏
は
万
頃
沙
が
「
公
権
力
」
の
空
白
地
帯
だ
と
い
う
が
、『
報

告
書
』
に
は
、
国
民
党
軍
、
日
本
軍
が
万
頃
沙
の
農
民
た
ち
と
と
も
に

戦
っ
て
「
匪
賊
」
を
退
け
た
記
録
が
あ
る
（
四
九
九
頁
）。
こ
の
ほ
か
、

万
頃
沙
の
地
主
の
明
倫
堂
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
明
倫
堂

が
派
遣
し
た
軍
隊
が
駐
屯
し
て
い
た
こ
と
、
明
倫
堂
（
も
し
く
は
国
民

（
7
）
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党
）
の
軍
隊
が
中
山
県
側
か
ら
襲
来
す
る
「
土
匪
」
に
備
え
て
い
た
こ

と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
（『
報
告
書
』
四
八
二
、
五
〇
六
頁
）。
明
倫
堂

と
い
う
万
頃
沙
の
地
主
が
軍
隊
を
派
遣
し
て
農
民
の
生
産
・
生
活
を
防

衛
し
て
い
る
状
況
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
濱
島
氏
は
、
万
頃
沙
に
お
け

る
「
公
権
力
」
の
空
白
を
強
調
し
た
が
、『
報
告
書
』
で
そ
の
根
拠
と

な
る
記
録
を
確
認
す
る
と
、
氏
の
見
解
と
異
な
り
、
国
民
党
軍
、
日
本

軍
、
ま
た
地
主
の
明
倫
堂
な
ど
が
「
土
匪
」（
氏
の
い
う
「
水
賊
」）
と

戦
い
、
農
民
の
生
産
・
生
活
を
保
全
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と

を
伝
え
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、「
公
権
力
」
の
空
白
と
い
う
主
張
は
根

拠
を
持
た
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

第
二
に
、
濱
島
氏
が
「
公
権
力
」
の
空
白
を
強
調
す
る
の
は
、
そ
れ

が
宗
族
生
成
の
鍵
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
恒
常
的
に
「
水

賊
」
の
よ
う
な
「
社
会
的
危
険
に
直
面
」
し
て
い
た
万
頃
沙
の
よ
う
な

辺
境
の
移
住
農
民
は
、「
公
権
力
が
疎
散
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
自
力

で
「
血
縁
或
い
は
地
縁
団
体
を
形
成
し
て
、
相
互
に
助
け
合
い
、
安
全

を
維
持
し
、
紛
糾
を
解
決
し
た
」。
氏
は
こ
の
論
理
を
「
華
南
な
ど
の

辺
境
」
一
般
に
ま
で
拡
大
し
、「
血
縁
或
い
は
地
縁
団
体
」
を
「
宗
族
、

な
い
し
は
血
縁
・
地
縁
兼
具
す
る
社
会
組
織
＝
郷
族
」
と
も
言
い
換
え

て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
「
宗
族
」
が
「
は
じ
め
に
」
で
定
義
さ
れ
た
宗

族
つ
ま
り
祠
堂
、
族
譜
、
族
産
を
物
的
表
徴
と
し
尊
卑
理
念
を
最
も
重

要
な
秩
序
原
理
と
す
る
父
系
血
縁
社
会
組
織
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に

至
っ
て
、
よ
う
や
く
濱
島
氏
が
宗
族
を
「
辺
境
」
特
有
の
社
会
組
織
と

み
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
か
か
る
辺
境
で

移
住
農
民
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
宗
族
の
祠
堂
、
族
譜
、
族
産
の
具
体

的
内
容
が
ど
う
い
う
も
の
か
ま
っ
た
く
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、

「
血
縁
・
地
縁
兼
具
す
る
社
会
組
織
＝
郷
族
」
に
つ
い
て
、「
は
じ
め
に
」

で
は
、「
し
ば
し
ば
華
南
地
方
の
「
郷
族
」
に
顕
著
な
よ
う
に
、
地
縁
性

組
織
の
性
質
を
具
有
す
る
こ
と
も
あ
」
る
と
「
郷
族
」
に
も
言
及
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
「
郷
族
」
と
宗
族
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に

あ
る
の
か
不
明
で
あ
る
。

　

上
述
の
よ
う
に
、『
報
告
書
』で
確
認
す
る
と
、
国
民
党
軍
、
日
本
軍
、

ま
た
地
主
の
明
倫
堂
が
「
水
賊
」
と
戦
っ
て
万
頃
沙
の
農
民
を
守
る
役

割
を
果
た
し
て
お
り
、
農
民
が
自
力
で
宗
族
や
「
郷
族
」
を
形
成
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
環
境
に
は
な
か
っ
た
か
に
見
え
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
、
国
民
党
軍
、
日
本
軍
、
明
倫
堂
の
軍
隊
な

ど
が
「
土
匪
」
の
攻
撃
を
十
分
に
防
げ
た
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な

い
か
ら
、
な
お
宗
族
に
よ
る
自
衛
が
行
わ
れ
た
可
能
性
は
十
分
に
考
慮

し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
万
頃
沙
に
関
す
る
調
査
の
記
録

を
閲
覧
し
て
み
る
と
、
奇
妙
な
こ
と
に
新
稿
に
お
け
る
濱
島
氏
の
主
張

と
は
異
な
り
、
祠
堂
、
族
譜
、
族
産
を
物
的
表
徴
と
す
る
宗
族
も
「
郷
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族
」
も
万
頃
沙
で
は
一
切
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
万
頃
沙

の
諸
村
で
行
わ
れ
た
聞
き
取
り
調
査
で
は
、「
祠
堂
や
家
譜
を
も
つ
人
は

い
な
い
」「
族
譜
・
祠
堂
は
な
い
」
と
い
っ
た
証
言
の
み
が
あ
り
（『
報

告
書
』
四
七
七
～
四
七
八
、
四
九
四
頁
）、
族
譜
・
祠
堂
を
も
つ
と
い
う

証
言
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。
当
地
の
農
民
が
祠
堂
等
を
も
っ
て
い
な
い

の
に
は
、
お
そ
ら
く
彼
等
の
生
産
・
生
活
の
ス
タ
イ
ル
が
関
わ
っ
て
い

る
。
堤
囲
が
低
く
洪
水
の
害
を
受
け
や
す
い
万
頃
沙
で
は
、
農
民
は
船

上
か
粗
末
な
茅
寮
に
住
み
、
水
害
が
あ
れ
ば
す
ぐ
に
で
も
そ
の
土
地
を

退
去
す
る
よ
う
な
生
活
で
あ
り
、
定
住
性
が
低
く
、
多
数
の
流
動
人
口

が
存
在
し
た
。「
水
流
柴
」
と
い
う
呼
称
が
彼
ら
の
生
活
ス
タ
イ
ル
を

よ
く
表
し
て
い
る
（『
報
告
書
』
三
〇
六
、
四
六
一
頁
）。
定
住
性
が
低

く
、
水
害
に
見
舞
わ
れ
れ
ば
す
ぐ
に
当
地
を
退
去
す
る
よ
う
な
生
活
を

送
り
、
し
か
も
お
そ
ら
く
は
大
半
が
文
盲
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
移
住
農

民
が
作
り
上
げ
た
祠
堂
、
族
譜
、
族
産
と
は
い
か
な
る
も
の
か
イ
メ
ー

ジ
が
わ
か
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
が
ど
う
で
あ
れ
、
相
当
の

経
済
力
と
知
識
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
祠
堂
等
を
備
え
、

代
々
維
持
し
て
い
く
の
は
そ
も
そ
も
困
難
で
あ
る
。
加
え
て
、
万
頃
沙

の
調
査
で
は
、「
尊
卑
之
分
」
も
発
掘
さ
れ
て
い
な
い
。

　
「
水
賊
」
の
よ
う
な
「
社
会
的
危
険
」
に
直
面
し
、「
公
権
力
」
が
空

白
で
あ
っ
た
辺
境
に
お
い
て
こ
そ
、
宗
族
も
し
く
は
「
郷
族
」
が
必
要

（
8
）

と
さ
れ
た
と
い
う
濱
島
氏
独
自
の
主
張
は
、
氏
自
身
が
中
心
メ
ン
バ
ー

と
し
て
参
画
し
た
万
頃
沙
の
調
査
で
確
認
す
る
と
、
そ
の
根
拠
を
確
認

で
き
な
か
っ
た
。
そ
う
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
万
頃
沙
の
対
極
に
あ
る
地

域
と
し
て
掲
げ
る
江
南
デ
ル
タ
に
関
す
る
見
解
に
つ
い
て
も
確
認
が
必

要
と
さ
れ
る
。
す
で
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
濱
島
氏
が
行
っ
た
江
南
の

調
査
で
は
、
祠
堂
、
族
譜
、「
尊
卑
之
分
」
な
ど
宗
族
生
成
の
要
件
を
裏

付
け
る
証
言
も
得
ら
れ
て
い
た
。
宗
族
結
合
の
「
伝
承
・
共
同
記
憶
」

が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
調
査
結
果
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ

っ
て
み
れ
ば
、
明
代
に
絞
っ
た
検
証
に
つ
い
て
も
宗
族
の
不
存
在
を
断

定
で
き
る
の
か
ど
う
か
疑
義
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

　

江
南
デ
ル
タ
に
関
す
る
濱
島
氏
の
見
解
を
要
約
す
る
な
ら
ば
、
江
南

デ
ル
タ
も
唐
末
頃
ま
で
は
辺
境
で
あ
り
、
南
宋
に
到
っ
て
も
不
安
定
な

「
移
墾
社
会
」
の
段
階
に
あ
っ
た
が
、「
公
権
力
」
の
「
保
護
・
調
停
・
裁

断
」
に
依
存
で
き
た
た
め
、
宗
族
は
必
要
な
く
、
存
在
し
な
か
っ
た
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
江
南
デ
ル
タ
は
開
発
段
階
か
ら
一
貫
し

て
公
権
力
に
保
護
さ
れ
、
住
民
が
み
ず
か
ら
紛
糾
を
解
決
し
な
く
て
も

よ
い
伝
統
を
も
つ
社
会
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
濱
島
氏
が
焦
点
を

当
て
た
明
代
の
江
南
デ
ル
タ
で
は
す
で
に
「
自
律
的
な
郷
村
社
会
」
が

定
着
し
、
公
権
力
が
住
民
を
保
護
し
て
い
る
か
ら
、
宗
族
は
存
在
す
る

は
ず
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
前
掲
の
よ
う
に
、
濱
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島
氏
が
行
っ
た
農
村
調
査
に
お
い
て
、
祠
堂
、
族
譜
、「
尊
卑
之
分
」
な

ど
宗
族
の
痕
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
氏
の
主
張
に
疑

念
を
抱
か
せ
、
解
放
前
の
近
代
も
し
く
は
そ
れ
以
前
に
宗
族
が
江
南
に

存
在
し
た
可
能
性
が
大
き
い
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
。
す
で
に
述
べ

た
よ
う
に
、
濱
島
氏
が
江
南
に
お
け
る
宗
族
の
不
存
在
の
論
拠
と
し
た

明
代
の
郷
紳
の
家
族
に
関
す
る
考
察
に
つ
い
て
も
、「
同
族
祭
祀
」（
第

Ⅰ
例
）、
族
譜
編
纂
（
第
Ⅱ
例
、
第
Ⅲ
例
）
と
い
う
宗
族
が
存
在
し
た
こ

と
の
証
と
な
る
記
録
が
残
さ
れ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
、
氏
自
身
、「
同
族

祭
祀
」
と
族
譜
編
纂
が
発
掘
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
不
安
を
抱
き
、
そ

れ
ら
は
宗
族
の
存
在
を
示
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
論
証
す
る
必
要
に

迫
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。「
四　

実
証
」
は
か
か
る
視
点
か
ら
叙
述
さ

れ
た
。
次
に
紹
介
し
て
み
よ
う
。

三　

江
南
の
宗
族
は
「
仮
想
の
宗
族
組
織
」
か
ど
う
か

　
「
四　

実
証
」
に
お
い
て
、
濱
島
氏
は
「
江
南
に
宗
族
無
し
」
と
い
う

持
論
を
貫
く
た
め
に
、「「
社
会
集
団
」・「
社
会
組
織
」
の
実
態
を
缺
い

た
」「
想
像
の
共
同
体
」
つ
ま
り
「
仮
想
の
宗
族
組
織
」（「
仮
想
の
宗
族

結
合
」
と
も
い
う
）
な
ら
ば
明
代
の
江
南
に
存
在
し
た
こ
と
を
検
証
し

よ
う
と
す
る
。「
仮
想
の
宗
族
組
織
」
と
し
て
実
証
の
対
象
と
し
た
の

は
、
Ⅰ
嘉
興
李
氏
と
Ⅲ
嘉
善
支
氏
で
あ
る
。
濱
島
氏
の
考
察
が
妥
当
か

ど
う
か
を
検
証
し
て
み
た
い
。

　

Ⅰ
嘉
興
李
氏
の
事
例
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
濱
島
氏
が
注
目
す
る
の

は
、
前
掲
『
味
水
軒
日
記
』
万
暦
四
四
年
七
月
の
「
同
族
祭
祀
」
条
で

あ
る
。

　
　

�

惟
七
月
十
一
日
、
合
族
會
祭
始
祖
唐
西
平
忠
武
王
、
祧
祖
宋
侍
郎

忠
愍
公
・
觀
文
殿
學
士
曾
伯
公
於
東
津
里
第
、
胙
飲
驩
甚
。
與
祭

者
、
不
可
無
紀
、
紀
之
。

　
　
　

父
母
行
：
止
家
君
一
人
。

　
　
　

兄
弟
行
：�

培
、
字
培
之
、
龍
南
縣
知
縣
。
原
中
、
字
君
時
、
国

子
監
助
教
。
在
公
、
字
□
□
、
旌
徳
縣
知
縣
。
日
華
。

衷
純
、
字
玄
白
、
乙
卯
挙
人
。
衷
奇
、
字
薀
夫
、
生

員
。

　
　
　

子
姪
行
：�

士
嵩
、
字
小
龍
、
舉
人
。
鏵
、
字
仲
耳
。
晉
、
字
晝

接
。
廷
愷
、
字
元
明
。
明
瑞
、
字
秦
符
。
廷
鑾
、
字

孟
鳴
。
肇
享
。
倶
諸
生
。

　

こ
の
「
同
族
祭
祀
」
は
嘉
興
府
城
に
居
住
す
る
李
氏
（
府
城
李
氏
）
が

日
華
の
父
・
應
筠
の
出
身
聚
落
（
東
津
村
）
の
別
荘
で
挙
行
し
た
も
の

で
あ
る
。
濱
島
氏
に
よ
れ
ば
、
上
記
の
人
名
の
う
ち
□
で
囲
ま
れ
た
も

の
は
、
同
県
南
部
の
王
店
鎮
の
李
氏
（
王
店
李
氏
）
が
乾
隆
年
間
に
編

（
9
）
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纂
し
た
族
譜
『
嘉
興
梅
會
李
氏
族
譜
』
に
在
る
人
物
で
あ
る
。「
同
族
祭

祀
」
に
は
、
府
城
李
氏
の
親
族
の
他
、
同
族
譜
に
記
載
さ
れ
た
王
店
李

氏
の
族
人
が
招
待
さ
れ
、
出
席
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。「
同
族
祭
祀
」

に
府
城
李
氏
と
王
店
李
氏
の
二
つ
の
地
域
の
李
氏
の
親
族
が
出
席
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
そ
こ
に
は
、
両
者
を
包
摂
す
る
宗
族
集
団
が
形
成
さ

れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
が
、
濱
島
氏
は
そ
の
見
方
を
否
定
し
、「
想
像

の
共
同
体
」
に
過
ぎ
な
い
と
論
断
す
る
。
そ
の
理
由
は
主
に
次
の
二
点

で
あ
る
。

　

第
一
に
、「
同
族
祭
祀
」
で
は
「
始
祖
」
の
「
唐
西
平
忠
武
王
」
と
二

人
の
官
僚
「
宋
侍
郎
忠
愍
公
・
觀
文
殿
學
士
曾
伯
公
」
が
「
祧
祖
」
と

し
て
祭
ら
れ
た
が
、「
始
め
て
当
地
に
遷
住
し
、
そ
の
故
に
族
人
に
具
体

的
記
憶
が
伝
承
さ
れ
る
、
由
来
の
確
か
な
」「
始
遷
祖
」
は
祭
ら
れ
る
祖

先
の
な
か
に
入
っ
て
い
な
い
。
王
店
李
氏
の
側
の
同
上
族
譜
を
見
る
と
、

「
始
祖
唐
西
平
忠
武
王
」
は
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、「
祧
祖
」
の
名
前
は

無
く
、「
始
遷
祖
」
と
し
て
元
人
「
千
四
提
擧
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
府
城
李
氏
と
王
店
李
氏
は
「
始
遷
祖
」
を
共
有
し
て
い
な
か
っ

た
こ
と
が
明
瞭
で
あ
り
、
両
者
は
も
と
も
と
「
全
く
無
関
係
で
あ
り
」、

「
同
族
結
合
な
ど
一
切
存
在
し
な
か
っ
た
」。
李
日
華
は
士
大
夫
の
列
に

進
入
し
て
か
ら
「
宗
族
」
の
創
成
を
開
始
し
、「
同
族
祭
祀
」
を
挙
行
し

た
も
の
で
あ
る
。

　

氏
の
主
張
は
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
士
大
夫
の
列
に
進
入
し
て
か
ら
宗

族
の
創
成
を
開
始
す
る
と
い
う
事
業
は
決
し
て
李
日
華
特
有
の
も
の
で

は
な
い
。
宋
代
以
降
の
士
大
夫
の
間
で
は
、
社
会
的
流
動
性
が
常
態
の

社
会
に
あ
っ
て
家
系
の
没
落（
社
会
的
下
降
）を
防
ぐ
手
段
と
し
て
、
宗

法
を
理
想
と
す
る
親
族
集
団
（
宗
族
）
を
形
成
す
る
と
い
う
方
策
（
宗

法
主
義
）
が
有
効
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
方
策
を
実
践

し
た
の
は
北
宋
の
官
僚
范
仲
淹
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
、
蘇
州
城
に
拠
点

を
置
い
た
范
氏
義
荘
で
あ
る
。
濱
島
氏
が
掲
げ
た
族
譜
、
祠
堂
、
族
田

の
物
的
装
置
、
秩
序
原
理
と
し
て
の
尊
長
卑
幼
の
序
列
（「
尊
卑
之
分
」）

は
じ
つ
の
と
こ
ろ
宗
法
主
義
が
検
討
さ
れ
る
な
か
で
発
明
さ
れ
、
重
視

さ
れ
た
装
置
に
他
な
ら
な
い
。
一
六
世
紀
以
降
、
江
南
社
会
で
は
、
商

業
化
・
都
市
化
、
蘇
州
城
の
回
復
に
歩
調
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
し
て
、

范
氏
義
荘
を
模
範
と
し
て
、
族
譜
、
祠
堂
、
族
田
を
物
的
装
置
と
す
る

宗
族
が
士
大
夫
や
商
人
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
呉
江
県

の
史
氏
、
崑
山
県
の
魏
氏
、
呉
県
の
王
氏
な
ど
は
、
明
前
半
期
に
糧
長

を
務
め
、
大
家
族
、
長
子
優
先
相
続
と
い
う
独
自
の
方
法
を
活
用
し
て

家
産
の
維
持
に
成
功
し
た
有
力
家
族
が
官
界
へ
と
乗
り
出
し
、
宗
族
形

成
を
実
現
し
た
事
例
で
あ
る
。
李
日
華
の
事
業
も
こ
う
し
た
潮
流
の
な

か
で
行
わ
れ
た
事
業
の
一
つ
と
し
て
理
解
で
き
る
。

　

こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
江
南
の
庶
民
の
間
に
お
け

（
10
）
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る
祖
先
祭
祀
と
親
族
の
実
態
で
あ
る
。
太
湖
周
辺
の
デ
ル
タ
地
帯
で
は
、

庶
民
は
父
系
親
族
を
絶
対
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
庶
民
の
間
で

は
せ
い
ぜ
い
三
世
代
ぐ
ら
い
前
ま
で
し
か
祖
先
に
関
す
る
知
識
は
な
く
、

祖
先
祭
祀
の
習
慣
も
希
薄
で
、
む
し
ろ
姻
戚
を
重
ん
じ
、
仏
教
や
鬼
神

を
信
仰
し
た
。
伝
承
に
よ
っ
て
若
干
の
祖
先
の
事
績
が
わ
か
り
、
あ
る

い
は
代
々
同
じ
墓
地
に
埋
葬
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
漠
然
と
同
じ
祖
先

か
ら
分
か
れ
た
親
族
で
あ
る
こ
と
が
認
知
さ
れ
て
い
て
も
、
父
系
親
族

の
組
織
化
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
儒
教
の
側
で
理
想
と
さ

れ
た
共
同
祖
先
の
祭
祀
を
軸
と
し
て
組
織
化
さ
れ
る
宗
族
と
は
異
質
で

あ
る
。
李
日
華
の
事
業
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
「
始
祖
」「
始
遷
祖
」
も

当
然
の
こ
と
な
が
ら
庶
民
の
生
産
・
生
活
に
必
要
で
あ
る
理
由
は
な
い

し
、
正
確
な
記
録
も
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
必
要
に
な
る
の
は
、
宗
法
の

復
活
を
掲
げ
て
父
系
親
族
を
統
合
し
よ
う
と
す
る
と
き
で
あ
る
。
宗
法

主
義
に
は
、「
始
祖
」
嫡
系
の
大
宗
が
「
始
祖
」
を
共
同
祖
先
と
す
る
父

系
親
族
を
統
合
す
る
こ
と
を
理
想
と
す
る
大
宗
復
活
論
と
高
祖
嫡
系
の

小
宗
が
高
祖
を
共
同
祖
先
と
す
る
父
系
親
族
を
統
合
す
る
こ
と
を
理
想

と
す
る
小
宗
復
活
論
と
が
あ
り
、
宗
族
形
成
の
事
業
が
普
及
し
た
明
清

時
代
に
は
、
大
宗
復
活
論
が
優
勢
に
な
っ
た
。
し
か
し
、「
始
祖
」
と
い

っ
て
も
漠
然
と
し
て
い
る
た
め
、
祖
先
の
な
か
で
最
初
に
任
官
し
た
者

（「
始
有
封
爵
者
」）
と
最
初
に
現
在
の
土
地
に
移
住
し
て
き
た
者
（「
始

（
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遷
祖
」）
を
「
始
祖
」
に
充
て
る
方
法
が
一
般
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た

（
前
著
一
〇
七
、
三
〇
五
頁
）。
王
店
李
氏
で
は
、「
始
祖
」
と
「
始
遷
祖
」

を
分
け
て
設
定
し
、「
始
祖
」
に
は
「
唐
西
平
忠
武
王
」、「
始
遷
祖
」
に

は
元
人
「
千
四
提
擧
」
を
充
て
た
。
こ
の
う
ち
「
始
祖
」
の
「
唐
西
平

忠
武
王
」
と
は
、
徳
宗
の
時
に
司
徒
の
官
を
授
け
ら
れ
た
李
晟
（
謚
は

忠
武
、
封
は
西
平
王
）を
指
す
。
濱
島
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
王
店
李
氏

の
「
始
遷
祖
」
を
府
城
李
氏
が
共
有
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
府
城

李
氏
と
王
店
李
氏
と
は
同
姓
で
あ
っ
て
も
別
の
系
譜
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
二
つ
の
李
氏
が
「
始
祖
」
と
し
て
唐
代
の
官
僚
李
晟
を

共
有
し
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
少
な
く
と
も
「
同

族
祭
祀
」
が
挙
行
さ
れ
た
時
点
に
お
い
て
、
始
祖
か
ら
分
か
れ
た
子
孫

の
な
か
に
、
府
城
李
氏
と
王
店
李
氏
の
系
譜
が
あ
る
と
い
う
同
族
と
し

て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
認
識
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ

れ
ま
で
は
「
全
く
無
関
係
で
あ
っ
た
」
が
、「
同
族
祭
祀
」
を
機
縁
と
し

て
同
じ
「
始
祖
」
の
子
孫
で
あ
る
父
系
血
縁
の
親
族
だ
と
い
う
こ
と
を

認
識
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
濱
島
氏
は
「
始
遷
祖
」
が
共
有

さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、「
宗
族
」
の
「
形
成
に
失
敗
し
」
た
と
断
じ
た

が
、「
始
祖
」
を
共
同
祖
先
と
し
て
い
る
こ
と
に
目
を
向
け
る
な
ら
ば
、

二
つ
の
系
譜
の
李
氏
は
「
父
系
血
縁
社
会
組
織
」
と
し
て
形
成
さ
れ
た

と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。　

（
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）
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第
二
に
、
李
日
華
の
創
成
に
係
る
「
宗
族
」
が
「
想
像
の
共
同
体
」
に

過
ぎ
な
い
と
濱
島
氏
が
判
断
す
る
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
そ
れ
が
「
全

て
の
族
人
を
包
含
す
る
本
来
の
血
縁
集
団
・
組
織
」
で
は
な
い
と
考
え

ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
日
華
は
祭
祀
の
出
席
者
（「
與
祭
者
」）
を
「
父

母
行
」「
兄
弟
行
」「
子
姪
行
」
の
三
世
代
に
分
け
て
列
挙
し
て
い
る
。

「
父
母
行
」
は
日
華
の
父
應
筠
の
み
。「
兄
弟
行
」
は
日
華
及
び
同
世
代

の
輩
行
に
属
す
六
名
、「
子
姪
行
」は
日
華
の
子
ど
も
の
世
代
に
属
す
七

名
。
計
十
四
名
。
こ
の
十
四
名
の
う
ち
、「
兄
弟
行
」
の
四
名
、「
子
姪

行
」
の
二
名
、
計
六
名
は
王
店
李
氏
の
族
譜
に
名
前
が
記
載
さ
れ
る
人

物
で
あ
る
。
府
城
李
氏
の
側
の
出
席
者
は
「
父
母
行
」
の
應
筠
、「
兄

弟
行
」
の
二
名
（
日
華
を
含
む
）、「
子
姪
行
」
の
五
名
、
計
八
名
で
あ

る
。

　

濱
島
氏
が
問
題
と
す
る
の
は
、
出
席
者
の
顔
ぶ
れ
で
あ
る
。「
普
通
、

同
族
全
て
が
士
紳
身
分
に
属
す
る
こ
と
は
絶
対
に
有
り
得
ず
、
庶
民
身

分
の
族
人
が
多
数
存
在
し
て
い
た
筈
で
あ
る
」。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
出
席

者
の
リ
ス
ト
を
見
る
と
、「
父
親
應
筠
を
除
け
ば
、
全
て
生
員
以
上
の
身

分
保
持
者
に
限
ら
れ
」、「
無
官
の
庶
民
身
分
の
族
人
が
唯
の
一
人
も
参

加
し
て
」
お
ら
ず
、「
庶
民
身
分
の
族
人
は
除
外
さ
れ
た
」
と
考
え
ら
れ

る
。「
同
族
内
部
で
、
最
も
重
ん
ぜ
ら
れ
る
秩
序
規
範
は
、
言
う
ま
で
も

無
く
、〝
尊
卑
之
分
〟
で
あ
り
、
輩
行
の
上
下
（
輩
份
）
を
何
よ
り
も
上

位
に
お
く
も
の
で
あ
」
り
、「〝
官
民
之
分
〟
よ
り
徹
底
し
て
優
先
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
」。
主
宰
者
の
日
華
は
、
王
店
李
氏
の
士
大
夫
が
参
列
し

て
い
る
席
に
、
府
城
李
氏
の
庶
民
身
分
の
族
人
が
出
席
す
る
と
、「
卑
幼

の
士
大
夫
・
士
人
が
庶
民
の
尊
長
に
対
し
て
、
礼
を
致
さ
ね
ば
な
ら
ぬ

場
面
も
発
生
し
得
る
」。
そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
日
華
は
庶
民
の
族
人
を

除
外
し
た
と
い
う
。
い
わ
ば
「
官
民
之
分
」
を
「
尊
卑
之
分
」
よ
り
も

優
先
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
氏
も
認
め
る
よ
う
に
、
出
席
者
の
う
ち
最
も
上
位
の
輩
行

で
あ
る
「
父
母
行
」
に
た
だ
一
人
位
置
づ
け
ら
れ
る
父
の
應
筠
が
庶
民

と
し
て
出
席
し
て
い
る
。
か
れ
が
出
席
す
る
の
は
問
題
な
い
の
か
。
應

筠
が
出
席
す
れ
ば
、
最
上
位
の
輩
行
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
日
華
の
兄
弟

行
、
子
姪
行
は
知
県
以
下
全
て
の
身
分
保
持
者
が
應
筠
に
礼
を
尽
く
さ

ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
か
か
る
事
態
を
日
華
が
危
惧
し
た
と
す
れ
ば
、真

っ
先
に
應
筠
を
除
外
し
た
は
ず
で
あ
る
の
に
、
出
席
さ
せ
て
い
る
こ
と

か
ら
窺
わ
れ
る
の
は
、
彼
が
あ
え
て
府
城
李
氏
の
庶
民
を
「
除
外
」
し

た
の
で
は
な
く
、
結
果
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
濱
島
氏
は

「
普
通
、
同
族
全
て
が
士
紳
身
分
に
属
す
る
こ
と
は
絶
対
に
有
り
得
」
な

い
と
述
べ
る
。
た
し
か
に
大
規
模
な
「
同
族
」
集
団
が
「
士
紳
」
で
占

め
ら
れ
る
こ
と
は
想
像
し
に
く
い
。
し
か
し
、
府
城
李
氏
の
場
合
、
日

華
の
父
一
人
、「
兄
弟
行
」
二
人
（
日
華
と
在
公
）、「
子
姪
行
」
五
人
で
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あ
り
、
大
規
模
な
「
同
族
」
集
団
と
い
う
よ
り
、
せ
い
ぜ
い
拡
大
家
族

か
同
居
共
財
の
大
家
族
程
度
の
規
模
で
あ
る
。
科
挙
に
よ
る
任
官
の
事

業
に
李
氏
が
尽
力
し
た
結
果
と
し
て
、
彼
等
全
て
が
生
員
以
上
の
身
分

を
獲
得
し
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
日
華
が
あ
え
て

庶
民
を
排
除
し
た
証
左
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
出
席
者
の
リ
ス
ト
を
見
る
と
、
上
掲
の
よ
う
に
、
全
体
を
父

母
行
、
兄
弟
行
、
子
姪
行
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
輩
行
の
な
か
に
身
分

（
知
県
、
挙
人
、
生
員
）
に
応
じ
て
出
席
者
を
記
載
し
て
い
る
こ
と
に
注

意
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
濱
島
氏
は
こ
の
配
列
の
仕
方
に
注
意
を
払
っ

て
い
な
い
が
、
明
ら
か
に
「
尊
卑
之
分
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
應
筠

を
除
く
出
席
者
全
て
が
官
僚
・
科
挙
及
第
者
で
あ
る
が
、「
官
民
之
分
」

に
よ
っ
て
配
列
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
日
華
は
、「
官
民
之

分
」
よ
り
「
尊
卑
之
分
」
を
優
先
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
、
李
日
華
が
挙
行
し
た
「
同
族
祭
祀
」
か
ら
理
解
さ
れ
る

の
は
、
府
城
李
氏
と
王
店
李
氏
と
い
う
二
つ
の
系
譜
の
李
氏
が
、「
始

祖
」
を
共
同
祖
先
と
し
て
祭
り
、「
尊
卑
之
分
」
を
秩
序
原
理
と
す
る
宗

族
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
認
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
事
業
を
遂
行
す
る
に
際
し
て
、
府
城
李
氏
が
そ
れ
以
前
に
「
全
く

無
関
係
」
で
あ
っ
た
王
店
李
氏
と
「
同
族
関
係
を
形
成
」
し
よ
う
と
し

た
こ
と
は
特
に
問
題
と
な
る
行
為
で
は
な
い
。
宋
代
以
降
の
近
世
譜
の

目
的
は
、
科
挙
や
商
業
の
活
動
を
利
用
し
て
、
血
縁
を
利
用
し
た
政
治

的
経
済
的
な
網
を
張
り
め
ぐ
ら
す
こ
と
（
収
族
）
に
あ
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
相
互
協
力
の
体
制
を
築
き
、
族
人
の
没
落
を
防
ぎ
、
名
門
の
家
系

の
樹
立
を
達
成
で
き
れ
ば
良
い
の
で
あ
る
。
極
端
に
言
え
ば
、
同
じ
姓

で
さ
え
あ
れ
ば
、
本
当
に
祖
先
が
同
じ
で
あ
る
か
ど
う
か
を
厳
密
に
見

定
め
る
必
要
は
な
く
、
ま
た
同
姓
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
著
名
人
を
譜

に
加
え
て
も
い
っ
こ
う
に
構
わ
な
い
。
明
清
時
代
に
盛
ん
に
行
わ
れ
た

通
譜
や
譜
の
偽
造
は
荒
っ
ぽ
い
け
れ
ど
も
、
現
実
の
要
請
に
迫
ら
れ
た

柔
軟
な
考
え
方
で
あ
る
。
府
城
李
氏
が
「
同
族
祭
祀
」
の
事
業
以
前
は

王
店
李
氏
と
全
く
無
関
係
で
あ
っ
て
も
、「
同
族
祭
祀
」
を
機
と
し
て

二
つ
の
李
氏
が
相
互
協
力
の
体
制
を
築
き
、
身
分
と
富
を
持
続
で
き
れ

ば
所
期
の
目
標
を
達
成
で
き
る
。
少
な
く
と
も
「
同
族
祭
祀
」
が
挙
行

さ
れ
た
時
点
に
お
け
る
宗
族
の
集
団
は
「
仮
想
の
宗
族
組
織
」
で
は
な

く
、
父
系
血
縁
社
会
組
織
の
形
式
を
備
え
た
集
団
で
あ
っ
た
と
判
断
す

る
に
何
ら
の
問
題
も
な
い
と
考
え
る
。

四　

嘉
善
支
氏
の
宗
族
形
成
事
業

　

で
は
、
Ⅲ
嘉
善
支
氏
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
紹
介
し
た

よ
う
に
、
濱
島
氏
は
「
二　

論
証
Ａ
」
に
お
い
て
、
嘉
善
支
氏
に
つ
い

（
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て
「
仮
想
の
宗
族
結
合
」
が
志
向
さ
れ
た
と
断
じ
て
い
た
が
、
そ
れ
は

専
ら
「
同
姓
の
士
大
夫
と
の
通
譜
」
に
よ
り
「
家
系
の
偽
造
」「
祖
先

説
話
の
偽
造
」
を
行
っ
た
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
具
体
的

な
分
析
は
「
四　

実
証
」
で
な
さ
れ
た
。
嘉
興
李
氏
が
宗
族
の
形
成
に

「
失
敗
」
し
た
と
断
じ
た
後
、「
平
民
か
ら
士
大
夫
に
上
昇
し
た
時
に
、

極
力
同
姓
の
士
大
夫
家
族
を
探
し
、
通
譜
し
て
同
族
関
係
を
形
成
し
よ

う
と
す
る
現
象
は
」
嘉
善
支
氏
に
も
「
見
出
さ
れ
た
」
と
い
う
。
そ
れ

は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
元
来
、
支
大
綸
の
家
に
は
、「
先
祖
か
ら
伝
え

ら
れ
た
口
碑
―
元
末
に
揚
州
か
ら
嘉
興
城
東
門
に
移
住
―
」
が
あ
っ
た

が
、「
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
」、
先
祖
が
宋
朝
の
南
遷
に
際
し
て
扈
従
し
た

士
大
夫
で
あ
り
、
か
つ
代
々
「
耕
読
之
家
」
で
あ
っ
た
と
い
う
「
家
系

伝
説
を
渇
望
し
て
」
い
た
大
綸
は
、「
二
人
の
支
姓
の
士
大
夫
」（
江
西

の
支
應
瑞
、
崑
山
の
支
可
大
）「
と
知
り
合
う
こ
と
に
因
っ
て
、
そ
の
夢

を
果
た
そ
う
と
す
る
。
大
綸
の
失
敗
は
、
先
祖
伝
来
の
口
碑
を
抹
消
せ

ず
、
文
字
に
残
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
も
、
我
々
は

〝
想
像
の
共
同
体
〟の
創
出
を
志
向
す
る
士
大
夫
を
見
出
す
こ
と
が
可
能

で
あ
る
」
と
い
う
（
一
二
三
頁
）。
つ
ま
り
、
祖
先
が
山
西
に
居
住
し
、

後
に
陝
西
を
経
て
、
靖
康
の
変
に
際
し
扈
従
し
て
南
下
し
、
江
西
に
住

ん
だ
が
、
明
初
洪
武
年
間
に
「
徙
富
民
、
実
京
師
」
政
策
の
対
象
と
な

る
も
刻
限
に
遅
れ
、
逃
れ
て
崑
山
に
移
っ
た
こ
と
を
「
知
っ
た
」
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
同
姓
の
士
大
夫
家
族
を
探
し
、
通
譜
し
て

同
族
関
係
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
現
象
」
で
あ
る
が
、
こ
の
「
通
譜
」

は
「
祖
先
・
移
住
説
話
を
偽
造
」
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
生
み
出

さ
れ
る
の
は
「
社
会
集
団
・
社
会
組
織
の
実
態
を
缺
い
た
、
想
像
の
共

同
体
」
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
「
通
譜
」
の
問
題
に
加
え
て
、「
二　

論

証
Ａ
」
で
は
、「
明
代
後
期
ま
で
の
嘉
善
支
氏
に
も
、
一
点
だ
に
、
宗

族
、
祠
堂
、
祭
祖
な
ど
な
ど
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
」。「
こ
の
状

況
証
拠
か
ら
断
定
す
る
―
支
大
綸
一
家
も
、
宗
族
の
よ
う
な
社
会
集
団

に
属
し
て
い
な
か
っ
た
」（
一
一
二
頁
）
と
あ
り
、
嘉
善
支
氏
が
大
綸
の

時
代
に
な
っ
て
も
、
祠
堂
や
祭
祖
の
儀
礼
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
か
の

よ
う
に
読
め
る
記
述
を
行
っ
て
い
る
。「
通
譜
」
を
媒
介
と
し
た
同
族
関

係
が
「
想
像
の
共
同
体
」
で
あ
れ
ば
、
当
然
、
祠
堂
で
の
祖
先
祭
祀
な

ど
も
あ
り
う
べ
か
ら
ざ
る
も
の
の
は
ず
で
あ
る
。

　

濱
島
氏
の
考
察
は
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
氏
は
江
西
や
崑
山
の
支
氏
と

の
科
挙
の
縁
に
よ
り
知
っ
た
江
西
以
来
の
支
氏
の
系
譜
を
再
現
し
た
こ

と
を
も
っ
て
、「
祖
先
・
移
住
説
話
」
の
「
偽
造
」
で
あ
り
、「
想
像
の

共
同
体
」
の
創
出
だ
と
論
断
し
た
が
、
事
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
濱
島

氏
が
用
い
た
『
支
華
平
先
生
集
』（『
四
庫
全
書
存
目
叢
書
』
集
部
）
に

よ
っ
て
検
証
し
て
み
よ
う
。
支
大
綸
が
上
掲
の
江
西
以
来
の
遠
祖
の
系

譜
を
記
し
た
の
は
、
同
書
巻
三
五
、「
世
系
図
説
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
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該
当
箇
所
を
閲
読
す
る
と
、
こ
の
遠
祖
の
物
語
は
江
西
の
支
應
瑞
、
崑

山
の
支
可
大
と
知
り
合
っ
た
の
を
縁
と
し
て
再
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

可
能
性
が
強
い
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
、
大
綸
が
宗
族
を
形
成
す
る
に

際
し
て
採
用
し
た
の
は
、
こ
の
遠
祖
の
物
語
で
は
な
く
、
同
じ
く
本
条

に
記
録
さ
れ
た
先
祖
伝
来
の
「
口
碑
」
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
「
口
碑
」
は
、
仲
碩
な
る
者
を
最
初
の
祖
先
と
し
、
そ
の
子
孫

が
元
末
に
揚
州
か
ら
嘉
興
府
城
南
門
の
真
如
寺
の
東
に
移
り
住
ん
だ
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
同
書
巻
三
五
、「
第
宅
志
」
に
、「
廷
秀
公
」
つ
ま

り
「
四
世
祖
」
の
子
傑
（
廷
秀
は
字
）
が
揚
州
か
ら
嘉
興
府
城
南
門

に
「
始
遷
」
し
た
と
い
う
。
濱
島
氏
が
ま
っ
た
く
言
及
し
な
か
っ
た
同

書
巻
三
五
、「
総
図
」・「
分
図
」
を
見
る
と
、「
一
世
祖
」
は
仲
碩
、
以

下
、「
二
世
祖
」
は
叔
芳
、「
三
世
祖
」
は
慶
生
と
続
く
が
、
と
も
に
ほ

と
ん
ど
情
報
が
な
い
。「
四
世
祖
」
の
子
傑
（
大
綸
の
五
代
前
の
祖
先
）

つ
ま
り
「
口
碑
」
で
嘉
興
府
に
「
始
遷
」
し
た
と
さ
れ
る
人
物
に
な
っ

て
、
字
を
廷
秀
と
い
い
、
詩
や
書
法
に
優
れ
て
い
た
と
い
う
情
報
が
記

さ
れ
た
。「
五
世
祖
」
は
茂
（
大
綸
の
高
祖
父
）
で
、
山
東
楽
安
県
丞
に

任
じ
ら
れ
た
。
茂
の
子
の
立
は
浙
江
郷
試
に
及
第
し
、
翰
林
院
孔
目
と

な
る
（
翰
林
公
と
称
し
、
別
号
は
蘧
菴
）。
ち
な
み
に
、
濱
島
氏
の
検
証

に
よ
れ
ば
、
支
氏
は
茂
の
代
に
も
嘉
興
府
城
に
住
ん
で
い
た
が
、
立
の

と
き
、
王
帯
の
潘
氏
に
贅
（
婿
入
り
）
し
て
か
ら
嘉
善
県
の
人
と
な
っ

た
。
立
の
子
は
高
（
大
綸
の
祖
父
）、
貢
生
か
ら
南
豊
県
学
訓
導
、
興
済

県
学
教
諭
と
な
る
。
高
の
子
の
禄
（
支
氏
「
八
世
祖
」）
は
字
は
子
賢
、

槐
谷
と
号
し
、
貢
生
よ
り
汝
寧
府
学
訓
導
に
任
じ
ら
れ
た
。
禄
に
四
子

あ
り
、
第
四
子
が
大
綸
で
あ
る
。

　

大
綸
は
以
上
の
仲
碩
か
ら
大
綸
の
父
の
禄
ま
で
の
祖
先
を
家
廟
で
祭

っ
た
。
濱
島
氏
は
、
支
氏
に
は
「
宗
族
、
祠
堂
、
祭
祖
」
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
な
い
と
し
て
い
た
が
、
大
綸
の
代
の
時
に
は
家
廟
を
建
設
し

て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
萬
暦
一
六
年
六
月
十
九
日
、
仲
碩
以
下
の
祖
先

に
家
廟
の
完
成
を
告
げ
た
が
、
そ
の
な
か
で
、「
城
市
の
居
址
」
に
邸
宅

を
建
設
し
た
折
、
正
寝
の
東
側
に
家
廟
を
設
け
た
と
述
べ
て
い
る
（
同

上
書
巻
一
四
、「
告
家
廟
工
完
」）。
ま
た
後
に
、
息
子
の
如
玉
（
呼
び
名

は
玉
兒
）
が
万
暦
二
八
年
の
郷
試
に
及
第
し
た
こ
と
を
家
廟
に
報
告
し

て
い
る
（
同
上
書
巻
一
四
、「
祭
祖
廟
」）。
支
大
綸
が
家
廟
を
建
設
し
、

維
持
し
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
ま
た
二
百
畝
の
祭
田
を
設
け
て
春
秋

の
祭
祀
に
供
し
、
余
剰
は
族
中
の
貧
者
の
救
済
に
充
て
た
（
同
上
書
巻

三
六
、「
處
祭
田
」）。
族
人
の
救
済
に
つ
い
て
は
范
氏
義
荘
に
倣
っ
て
規

則
を
定
め
て
も
い
る
（
同
上
書
巻
三
六
、「
議
賑
族
」）。

　

家
廟
で
の
祭
法
を
見
る
と
、
大
綸
は
宗
法
を
導
入
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
四
世
祖
の
子
傑
を
「
始
遷
之
祖
」
と
い
い
、
五
世
祖
の
茂
を
「
継

禰
之
宗
」、
六
世
祖
の
立
を
「
創
業
起
家
」
の
祖
と
し
て
位
置
づ
け
、
と

（
14
）

（
15
）
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も
に
「
百
世
不
遷
」
の
祖
（
世
代
が
変
わ
っ
て
も
永
遠
に
祧
さ
れ
な
い

祖
先
）
と
し
た
（
同
上
書
巻
三
六
、「
議
立
廟
祭
法
」）。
士
大
夫
の
間
で

理
想
と
さ
れ
た
宗
法
に
準
拠
す
る
祭
法
で
あ
る
。
祖
先
の
う
ち
「
始
遷

之
祖
」
と
さ
れ
た
子
傑
は
、
同
上
書
巻
三
六
、「
祭
期
」
で
は
「
始
祖
」

と
さ
れ
て
い
る
。
通
常
、
始
祖
に
は
、「
始
遷
祖
」
か
「
始
有
封
爵
者
」

が
充
て
ら
れ
る
が
（
前
掲
）、
庶
民
の
家
系
で
、
官
僚
を
送
り
出
し
た
こ

と
が
な
い
支
氏
で
は
、「
始
遷
祖
」
を
「
始
祖
」
と
解
釈
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。

　

要
す
る
に
、
濱
島
氏
が
な
ぜ
か
紹
介
し
な
か
っ
た
揚
州
か
ら
嘉
興
府

城
へ
の
始
遷
祖
で
あ
る
仲
碩
の
子
孫
の
系
譜
こ
そ
、
支
大
綸
が
明
確
に

同
宗
の
男
系
親
族
と
し
て
認
識
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、仲
碩
の
子

孫
の
全
て
を
集
合
し
よ
う
と
し
た
の
で
も
な
い
。
宗
法
の
導
入
、
家
廟

と
祭
田
の
設
置
に
よ
り
集
合
し
た
の
は
、
五
代
前
の
祖
先
・
子
傑
（
始

遷
祖
）
を
共
通
祖
先
と
す
る
親
族
で
あ
る
。
宗
族
集
団
の
持
続
を
考
え

て
い
た
か
ら
こ
そ
、
宗
法
を
自
己
の
家
系
に
合
う
よ
う
に
工
夫
も
し
た
。

始
遷
祖
等
の
設
定
が
そ
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
宗

法
に
照
ら
せ
ば
、
翰
林
公
・
立
の
長
子
が
「
宗
」（
宗
子
）
の
地
位
を

受
け
継
ぐ
べ
き
で
あ
る
が
、
ど
う
や
ら
代
々
の
長
子
は
よ
く
家
業
を
保

て
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
を
理
由
と
し
て
、
大
綸
は
、
立
の
長

子
で
は
な
い
興
済
公
つ
ま
り
大
綸
の
祖
父
を
「
繼
別
之
宗
」
と
す
る
の

が
適
切
だ
と
い
う
（
同
上
書
巻
三
六
、「
議
立
廟
祭
法
」）。
こ
こ
に
は
、

宗
族
形
成
事
業
を
推
進
し
た
大
綸
が
、
自
己
の
直
接
の
祖
先
と
子
孫
の

系
譜
を
軸
に
宗
族
を
創
出
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

濱
島
氏
は
以
上
の
嘉
興
李
氏
と
嘉
善
支
氏
の
事
例
を
分
析
し
た
の

ち
、「
明
代
後
期
、
江
南
デ
ル
タ
に
存
在
し
た
「
宗
族
」
を
敢
え
て
求
め

れ
ば
、「
社
会
集
団
」・「
社
会
組
織
」
の
実
態
を
缺
い
た
、
想
像
の
共
同

体
で
あ
っ
た
」
と
言
い
、
こ
の
よ
う
な
「
宗
族
」
を
「
擬
制
宗
族
」
と

呼
ぶ
。
し
か
し
な
が
ら
、
李
氏
、
支
氏
に
関
す
る
濱
島
氏
の
考
察
を
一

つ
ず
つ
検
証
し
て
み
る
と
、
異
な
っ
た
結
論
が
得
ら
れ
る
こ
と
が
判
明

し
た
。
前
者
に
つ
い
て
言
え
ば
、
二
つ
の
李
氏
は
「
始
遷
祖
」
で
は
な

く
、「
始
祖
」
を
共
同
祖
先
と
し
て
祭
っ
た
。
そ
の
「
始
祖
」
か
ら
分

派
し
た
子
孫
の
系
譜
の
な
か
に
府
城
李
氏
と
王
店
李
氏
と
が
位
置
づ
け

ら
れ
る
。
府
城
李
氏
の
出
席
者
の
な
か
に
は
庶
民
の
日
華
の
父
が
入
っ

て
お
り
、
ま
た
日
華
が
あ
え
て
庶
民
を
排
除
し
た
証
左
も
無
い
。
こ
の

二
つ
の
系
譜
の
李
氏
が
「
同
族
祭
祀
」
に
お
い
て
、
尊
長
卑
幼
の
序
列

（「
尊
卑
之
分
」）
に
よ
っ
て
集
ま
り
、
儀
礼
と
宴
会
を
機
縁
と
し
て
同
族

と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
認
す
る
こ
と
に
何
の
不
都
合
が
あ

る
で
あ
ろ
う
か
。

　

後
者
の
嘉
善
支
氏
に
つ
い
て
も
、「
想
像
の
共
同
体
」
と
は
見
な
し
得

な
い
。
大
綸
が
行
っ
た
の
は
江
西
、
崑
山
の
支
氏
と
の
間
で
宗
族
関
係
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を
作
り
上
げ
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
宗
法
を
掲
げ
て
、
祖
先
の
系
譜

が
よ
り
明
瞭
な
五
世
前
の
祖
先
を
共
通
祖
先
（
始
遷
祖
＝
始
祖
）
と
し

て
父
系
親
族
集
団
を
形
成
す
る
こ
と
に
目
的
が
あ
り
、
家
廟
の
設
立
、

系
譜
の
整
序
、
祭
田
の
設
置
、
宗
子
の
設
定
な
ど
一
連
の
事
業
は
こ
の

目
的
の
た
め
に
実
施
さ
れ
た
。
少
な
く
と
も
支
大
綸
の
存
命
中
に
行
わ

れ
た
宗
族
形
成
の
事
業
は
単
な
る
理
想
や
観
念
の
構
築
物
で
は
な
く
、

「
父
系
血
縁
社
会
組
織
」
の
実
体
を
と
も
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
濱

島
氏
は
か
つ
て
支
大
綸
が
万
暦
年
間
に
漁
猟
を
禁
じ
る
「
放
生
河
」
を

設
定
し
た
件
に
関
し
て
考
察
し
た
な
か
で
、
嘉
善
県
籍
の
支
氏
が
華
亭

県
の
ク
リ
ー
ク
を
「
族
産
」
と
し
て
所
有
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
つ

ま
り
こ
の
時
点
に
お
い
て
濱
島
氏
は
支
氏
が
「
族
産
」
を
物
的
表
徴
と

す
る
宗
族
を
構
築
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

新
稿
で
は
な
ぜ
嘉
善
支
氏
の
宗
族
生
成
を
否
定
し
、「
想
像
の
共
同
体
」

に
過
ぎ
な
い
と
否
定
す
る
の
か
、
不
可
解
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

お
わ
り
に

　

本
論
で
検
証
し
て
き
た
よ
う
に
、
江
南
に
お
け
る
「
宗
族
結
合
の
不

存
在
」（「
江
南
に
宗
族
無
し
」）
と
い
う
濱
島
氏
の
主
張
は
、
氏
が
論
拠

と
し
た
現
地
調
査
、
明
代
の
士
大
夫
家
族
を
対
象
と
し
た
史
料
分
析
の

（
16
）

両
面
に
お
い
て
成
立
し
な
い
も
の
と
判
断
す
る
。
現
地
調
査
で
は
、
濱

島
氏
の
新
稿
の
主
張
と
は
ま
っ
た
く
異
な
り
、
祠
堂
や
族
譜
、「
尊
卑
之

分
」
と
い
っ
た
宗
族
の
要
件
を
備
え
る
宗
族
が
存
在
し
た
こ
と
が
報
告

さ
れ
て
い
る
（『
報
告
書
』）。
か
か
る
調
査
報
告
は
、
一
九
三
〇
年
代

を
中
心
と
し
た
福
武
直
氏
や
費
孝
通
氏
の
現
地
調
査
の
報
告
を
裏
付
け

る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
近
現
代
の
宗
族
に
連
続
す
る
も
の
と
し

て
、
一
六
世
紀
以
降
に
普
及
し
た
宗
族
形
成
の
事
業
（
祠
堂
設
立
、
族

譜
編
纂
、
族
田
設
置
、
尊
長
卑
幼
の
秩
序
の
整
序
）
も
位
置
づ
け
ら
れ

る
。
と
り
わ
け
義
荘
と
い
う
宗
族
の
な
か
で
も
最
も
充
実
し
た
形
態
の

宗
族
は
持
続
的
に
展
開
し
た
。
濱
島
氏
が
取
り
上
げ
た
嘉
興
李
氏
と
嘉

善
支
氏
の
二
例
も
こ
の
潮
流
の
な
か
に
あ
る
。
宗
族
形
成
は
社
会
的
流

動
性
と
裏
表
の
関
係
に
あ
る
。
商
業
化
・
都
市
化
を
背
景
と
し
て
大
量

に
出
現
し
た
士
大
夫
が
子
孫
の
没
落
を
防
ぎ
、
名
門
の
家
系
を
作
り
上

げ
る
装
置
と
し
て
、
宗
法
を
理
想
と
し
て
父
系
親
族
を
集
合
し
、
物
的

装
置
を
備
え
た
宗
族
を
形
成
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
な
か
に
は
宗
族
の

存
続
に
成
功
し
た
も
の
も
あ
れ
ば
失
敗
し
た
も
の
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、

重
要
な
の
は
、
士
大
夫
へ
と
上
昇
し
た
家
系
が
宗
族
を
形
成
す
る
と
い

う
あ
り
方
が
定
着
し
た
こ
と
で
あ
る
。
な
か
で
も
科
挙
官
僚
制
と
連
携

す
る
義
荘
を
モ
デ
ル
と
し
て
宗
族
を
形
成
す
る
と
い
う
あ
り
方
が
定
着

し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
宗
族
は
確
か
に
江
南
の
社
会
構
造
に
組
み



－ 21 －

込
ま
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　

濱
島
氏
が
江
南
と
比
較
対
象
の
素
材
と
し
た
珠
江
デ
ル
タ
も
江
南
の

宗
族
形
成
運
動
と
関
係
が
あ
る
。
氏
は
、「
水
賊
」
の
よ
う
な
「
社
会
的

危
険
」
に
直
面
す
る
辺
境
の
移
住
農
民
こ
そ
、
宗
族
つ
ま
り
祠
堂
、
族

譜
、
族
産
を
物
的
表
象
と
し
、「
尊
卑
之
分
」
を
秩
序
原
理
と
す
る
宗
族

（
お
よ
び
「
郷
族
」）
を
必
要
と
す
る
と
推
定
し
た
が
、
こ
の
見
解
に
根

拠
を
提
供
し
た
は
ず
の
『
報
告
書
』
で
確
認
す
る
と
、
万
頃
沙
に
は
宗

族
の
痕
跡
す
ら
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
濱
島
氏
の
主
張
に
は
最
も
必
要

と
さ
れ
る
史
料
的
根
拠
が
欠
落
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
江
南
の
場
合
と

は
真
逆
に
、
新
稿
で
典
型
的
な
宗
族
の
存
在
が
主
張
さ
れ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
現
地
調
査
で
は
宗
族
の
痕
跡
す
ら
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
重

大
な
問
題
を
残
す
史
料
操
作
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

他
方
、『
報
告
書
』
に
収
録
さ
れ
た
順
徳
県
の
調
査
記
録
を
参
照
す
る

と
、
宗
族
の
存
在
が
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
調
査
地
域

は
、
珠
江
デ
ル
タ
の
な
か
で
最
も
早
く
宋
代
に
開
発
さ
れ
た
「
西
北
江

老
三
角
洲
」
に
位
置
し
、
集
約
的
な
「
桑
基
魚
塘
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ

う
に
、
農
業
の
商
業
化
、
市
場
と
の
連
携
が
進
捗
し
た
龍
江
鎮
及
び
大

良
鎮
（
順
徳
県
城
が
所
在
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
族
譜
、
祠

堂
、
族
田
を
所
有
す
る
宗
族
が
多
く
生
成
さ
れ
、
濱
島
氏
が
重
視
し
た

「
尊
卑
之
分
」が
重
ん
じ
ら
れ
る
事
例
も
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
濱
島
氏
は
、

（
17
）

こ
の
順
徳
県
に
お
け
る
宗
族
分
布
の
状
況
と
万
頃
沙
と
い
う
基
囲
開
発

の
最
尖
端
の
事
例
と
を
混
同
し
て
自
己
の
見
解
を
組
み
上
げ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
と
疑
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
な

ぜ
順
徳
県
の
先
発
の
経
済
先
進
地
域
で
宗
族
が
成
長
し
た
の
か
。
従
前

の
筆
者
の
作
業
か
ら
言
え
ば
、
珠
江
デ
ル
タ
が
儒
教
化
の
潮
流
に
巻
き

込
ま
れ
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
。
珠
江
デ
ル
タ
は
一
六
世
紀
以
降
、
海

外
貿
易
と
連
動
し
て
域
内
商
業
や
手
工
業
が
発
展
し
、
都
市
開
発
も
進

捗
し
、
清
代
に
は
江
南
デ
ル
タ
に
次
ぐ
経
済
地
域
へ
と
成
長
し
た
。
か

か
る
経
済
発
展
を
背
景
と
し
て
、
多
民
族
多
文
化
よ
り
構
成
さ
れ
る
デ

ル
タ
地
域
は
科
挙
官
僚
制
を
軸
と
す
る
一
元
的
な
儒
教
化
に
組
み
込
ま

れ
る
こ
と
に
な
る
。
儒
教
化
の
潮
流
の
な
か
で
登
場
し
た
大
量
の
漢
族

士
大
夫
の
存
在
は
宗
族
の
普
及
に
と
っ
て
好
適
の
環
境
で
あ
る
。
宗
法

を
理
想
と
し
て
父
系
親
族
を
集
合
す
る
宗
族
形
成
の
動
き
は
北
方
の
江

南
デ
ル
タ
で
生
起
し
た
宗
族
形
成
運
動
と
同
質
的
で
あ
る
。
宗
法
を
理

想
と
し
、
程
頤
や
朱
子
の
族
譜
や
祠
堂
の
制
度
を
受
け
継
い
で
い
る
こ

と
、
都
市
（
と
く
に
広
州
、
仏
山
と
い
う
デ
ル
タ
の
経
済
を
牽
引
す
る

二
大
都
市
）
を
中
心
と
し
て
宗
族
の
祠
堂
が
分
布
し
て
い
る
こ
と
、
士

大
夫
（
郷
紳
）
や
商
工
業
者
が
宗
族
形
成
を
主
導
し
た
こ
と
な
ど
で
あ

る
。
宗
法
の
制
度
や
宋
儒
（
程
頤
、
朱
熹
）
の
宗
法
復
活
論
は
士
大
夫

が
誰
で
も
学
ぶ
知
識
の
一
つ
で
あ
り
、
当
時
各
地
で
勃
興
し
た
士
大
夫
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に
共
有
さ
れ
、
実
践
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
か
か
る
宗
法
主
義

の
受
容
は
ま
た
、
ヤ
オ
族
、
チ
ワ
ン
族
な
ど
の
非
漢
族
が
同
化
す
る
に

際
し
て
も
、
珠
璣
巷
伝
説
を
取
り
入
れ
、
自
己
の
祖
先
（
始
祖
、
始
遷

祖
）
は
中
原
か
ら
移
住
し
て
き
た
漢
族
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
う
え

で
極
め
て
有
効
で
あ
っ
た
。
宗
族
形
成
運
動
の
結
果
、
明
末
清
初
ま
で

に
、
官
僚
等
を
輩
出
し
、
名
門
の
家
系
を
樹
立
し
た
宦
族
と
弱
小
の
家

族
・
宗
族
と
に
分
化
す
る
社
会
構
造
が
成
立
し
た
。
清
代
の
珠
江
デ
ル
タ

の
社
会
構
造
を
考
察
し
た
西
川
喜
久
子
氏
は
、
持
ち
回
り
に
よ
り
共
同

で
地
域
支
配
を
実
現
し
官
の
行
政
を
補
完
す
る
「
進
士
・
挙
人
を
多
く

出
し
て
い
る
い
く
つ
か
の
有
力
宗
族
」
が
珠
江
デ
ル
タ
の
な
か
で
も
先

進
地
域
に
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
順
徳
県
の
都
市
部
（
鎮
、

県
城
）
で
多
く
の
宗
族
が
拠
点
を
構
え
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
の
は

こ
う
し
た
一
六
世
紀
以
降
の
宗
族
形
成
運
動
の
一
局
面
で
は
な
い
か
と

考
え
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
開
発
の
最
尖
端
の
地
域
（
万
頃
沙
）

の
問
題
と
も
あ
わ
せ
て
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

注
（
１�

）
常
建
華
「
共
同
体
与
社
会
：
清
中
葉
浙
江
的
宗
族
生
活
形
態
―
」（
常
建

華
・
夏
炎
主
編
『
日
常
生
活
視
野
下
的
中
国
宗
族
』
科
学
出
版
社
、
北
京
、

二
〇
一
九
年
）、
同
「
明
代
蘇
州
宗
族
形
態
探
研
」（『
史
学
集
刊
』
二
〇
二

（
18
）

（
19
）

一
年
第
一
期
）。

（
２�

）Fei,�H
siao�T

ung

（
費
孝
通
）“

C
hinese V

illage C
lose-up”,�N

EW
�

W
O
RLD

�PRESS,�Beijing,�1983.�

本
書
の
邦
訳
書
は
小
島
晋
治
他
訳
『
中

国
農
村
の
細
密
画
―
あ
る
村
の
記
録　

一
九
三
六
～
八
二
―
』（
研
文
出
版
、

一
九
八
五
年
）。
福
武
直
『
中
国
農
村
社
会
の
構
造
』（
大
雅
堂
、
一
九
四
六

年
）、
本
書
は
一
九
七
六
年
、『〈
福
武
直
著
作
集
第
九
巻
〉
中
国
農
村
社
会

の
構
造
』
と
し
て
、
東
京
大
学
出
版
会
よ
り
再
刊
さ
れ
た
。

（
３�

）
牧
野
巽
「
乾
隆
十
一
年
重
修
『
范
氏
家
乗
』
に
つ
い
て
」（『〈
牧
野
巽
著

作
集
第
三
巻
〉
近
世
中
国
宗
族
研
究
』
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
〇
年
）、

清
水
盛
光
『
中
国
族
産
制
度
攷
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
九
年
）、
仁
井
田
陞

「
中
国
の
同
族
又
は
村
落
の
土
地
所
有
問
題
―
宋
代
以
後
の
い
わ
ゆ
る
『
共

同
体
』
―
」（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
一
〇
冊
、
一
九
五
六
年
。
同
論

文
は
、『
中
国
法
制
史
研
究　

奴
隷
農
奴
法
・
家
族
村
落
法
』
東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
六
二
年
、
に
収
録
さ
れ
た
）、
近
藤
秀
樹
「
范
氏
義
荘
の
変
遷
」

（『
東
洋
史
研
究
』
第
二
一
巻
第
四
号
、
一
九
六
三
年
）。

（
４�

）
前
著
「
序
章
」、
井
上
徹
・
遠
藤
隆
俊
編
『
宋
―
明
宗
族
の
研
究
』「
総
論
」

（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
５�

）
前
掲
『
宋
―
明
宗
族
の
研
究
』「
総
論
」、
新
著
「
序
章
」
で
整
理
し
た
よ

う
に
、
江
南
を
除
く
華
中
、
華
南
に
お
い
て
宗
族
が
ど
の
時
代
で
も
普
遍
的

に
存
在
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
各
地
の
宗
族
を
分
析
し
た
研
究
は
お
お
む
ね

一
六
世
紀
以
降
に
宗
族
結
合
が
発
展
し
た
状
況
を
報
告
し
て
い
る
。

（
６�

）
濱
島
氏
が
掲
げ
る
回
億
小
説
は
、
魯
迅
「
村
芝
居
」
で
あ
る
。
中
文
の
原

題
は「
社
戯
」で
あ
り
、
一
九
二
二
年
十
月
の
日
付
が
あ
る
。『〈
文
藝
叢
書
〉

吶
喊
』（
新
潮
社
、
一
九
二
三
年
初
版
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
氏
は
、
邦

訳
と
し
て
、『〈
魯
迅
全
集
２
〉
吶
喊
・
彷
徨
』（
学
習
研
究
社
、
一
九
八
四

年
）
収
録
の
『
吶
喊
』
に
収
め
ら
れ
た
「
村
芝
居
」
を
利
用
し
て
い
る
。
な

お
、
訳
者
に
つ
い
て
丸
尾
常
喜
と
す
る
が
、
丸
山
昇
が
正
し
い
。

（
７�

）
濱
島
氏
は
「
水
賊
」
に
関
す
る
「
挿
話
」
と
し
て
、「
あ
る
日
」
か
ら
始
ま
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る
記
録
を
掲
げ
、
日
本
海
軍
陸
戦
隊
が
「
本
地
の
聯
防
隊
と
協
同
、
専
ら
水

賊
を
討
伐
し
て
か
ら
引
き
揚
げ
て
行
っ
た
」
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
（
一
一

七
頁
）。
こ
こ
に
「
水
賊
」
と
い
う
用
語
が
登
場
す
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
こ

の
「
挿
話
」
は
『
報
告
書
』
四
九
九
頁
に
あ
る
も
の
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
該
当
箇
所
を
見
る
と
、「
あ
る
日
」
か
ら
始
ま
る
「
挿
話
」
は

ま
っ
た
く
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。『
報
告
書
』

の
他
の
箇
所
に
も
「
挿
話
」
は
見
当
た
ら
な
い
。

（
８�

）
珠
江
デ
ル
タ
の
よ
う
な
辺
境
で
は
、「
水
賊
」
の
よ
う
な
「
社
会
的
危
険
」

か
ら
生
産
・
生
活
を
防
衛
す
る
た
め
に
宗
族
が
形
成
さ
れ
た
と
す
る
見
解

は
、
か
つ
て
人
類
学
で
議
論
さ
れ
た
辺
境
性
と
宗
族
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
議

論
を
想
起
さ
せ
る
。
モ
ー
リ
ス
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン
氏
が
そ
の
代
表
的
な
論
者

で
あ
り
、
稲
作
の
高
生
産
性
や
「
辺
境
性
」
＝
中
国
全
体
の
中
に
お
け
る
フ

ロ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
の
位
置
」（
山
賊
や
海
賊
か
ら
防
衛
す
る
必
要
性
）
が

族
譜
、
祠
堂
、
共
有
地
を
備
え
る
リ
ニ
ー
ジ
（
本
論
で
言
う
宗
族
）
の
形
成

を
促
し
た
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
瀬
川
昌
久
氏
は
多
額
の
資
金
が
必
要

と
さ
れ
る
宗
族
形
成
の
事
業
を
農
業
利
潤
の
み
か
ら
説
明
す
る
の
は
難
し

い
こ
と
、「
辺
境
性
」
に
起
因
す
る
社
会
外
的
な
脅
威
は
開
発
が
あ
る
程
度

進
ん
で
社
会
内
的
な
競
争
が
激
化
し
た
状
況
と
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
る

べ
き
現
象
（
第
二
段
階
的
現
象
）
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
問
題
点
を
指
摘
し
て

い
る
。
議
論
の
詳
細
は
前
著
三
六
八
～
三
七
二
頁
参
照
。

（
９�

）
濱
島
氏
は
「
二　

論
証
Ａ
」
で
は
当
該
の
記
事
の
日
付
は
万
暦
四
四
年
八

月
と
す
る
が
、「
四　

実
証
」
で
は
萬
暦
四
四
年
七
月
と
記
す
。
筆
者
も
『
味

水
軒
日
記
校
注
』（
上
海
世
紀
出
版
股
份
有
限
公
司
遼
東
出
版
社
、
二
〇
一

一
年
）
で
確
認
し
た
が
、
七
月
が
正
し
い
よ
う
で
あ
る
。

（
10�

）
前
著
と
く
に
第
五
章
「
宗
族
形
成
の
再
開
―
明
代
中
期
以
降
の
蘇
州
地
方

を
対
象
と
し
て
―
」
参
照
の
こ
と
。

（
11�

）
前
著
二
三
六
～
二
三
九
頁
。

（
12�

）『
旧
唐
書
』
巻
一
三
三
、
李
晟
伝
。

（
13�

）
拙
稿
「
中
国
の
近
世
譜
」（
新
著
に
「
付
篇
」
と
し
て
収
録
）。

（
14�

）
濱
島
敦
俊
『
明
代
江
南
農
村
社
会
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

八
二
年
）
八
七
～
八
八
頁
。

（
15�

）
以
上
の
祖
先
に
つ
い
て
は
、
光
緒
二
〇
年
刊
『
嘉
善
県
志
』（
中
国
方
志

叢
書
）
巻
二
二
、「
支
茂
」
伝
、
同
書
巻
二
一
、「
支
立
」
伝
及
び
同
伝
に
付

さ
れ
た
禄
の
伝
記
、
同
書
巻
一
九
、「
支
高
」
伝
な
ど
に
よ
り
補
足
し
た
。

（
16�

）
濱
島
敦
俊
前
掲
『
明
代
江
南
農
村
社
会
の
研
究
』
八
六
頁
。

（
17�

）
義
荘
形
式
の
宗
族
の
長
期
存
続
に
つ
い
て
は
、
前
著
第
七
章
参
照
の
こ

と
。
ま
た
范
金
民
「
清
代
蘇
州
宗
族
義
田
的
発
展
」（『
中
国
史
研
究
』
一
九

九
五
年
第
三
期
）
も
清
代
の
義
荘
の
発
展
を
分
析
し
て
い
る
。
と
く
に
際

立
っ
た
特
徴
と
し
て
、
義
荘
設
置
者
や
義
田
に
対
し
て
数
量
的
分
析
を
加
え

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
同
論
文
は
の
ち
に
、「
明
清
江
南
義
田
的
発
展
」と
改

題
の
う
え
、
范
金
民
著
『
賦
税
甲
天
下
：
明
清
江
南
社
会
経
済
探
析
』（
生

活
・
読
書
・
新
知
三
聯
書
店
、
二
〇
一
三
年
）
に
再
録
さ
れ
た
。
ま
た
范
金

民
「
明
清
江
南
進
士
数
量
、
地
域
分
布
及
其
特
色
分
析
」（『
南
京
大
学
学
報

（
哲
学
・
人
文
・
社
会
科
学
）』
一
九
九
七
年
第
二
期
）
は
江
南
の
進
士
と
宗

族
と
の
関
係
に
言
及
す
る
。

（
18�

）
井
上
前
著
第
九
章
及
び
新
著
。

（
19�

）
西
川
喜
久
子『
珠
江
デ
ル
タ
の
地
域
社
会
―
清
代
を
中
心
と
し
て
―
』（
印

刷
：
能
登
印
刷
株
式
会
社
、
製
本
：
株
式
会
社
渋
谷
文
泉
閣
、
二
〇
一
〇
年
）

六
九
三
～
六
九
四
頁
。

�

（
い
の
う
え　

と
お
る　

大
阪
市
立
大
学
名
誉
教
授
）

補
記　

本
誌
へ
の
拙
稿
の
寄
稿
後
、
瀬
川
昌
久
『
祖
先
の
威
光
の
も
と
で
―
宗
族

研
究
の
総
括
と
展
望
―
』（
東
北
大
学
東
北
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
二
二

年
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
拙
稿
で
紹
介
し
た
議
論
に
密
接
に
関
わ
る
研
究
で
あ
る
の

で
、
ぜ
ひ
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。




